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財 政 課

令 和 ７ 年 度 ２ 月 補 正 予 算

（令和８年３月６日追加提案分）に関する説明資料

（ 議 案 第 １ ２ １ 号 ）
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(単位：千円)

増 減 額

住宅使用料 △ 4,166 （ 546,471 → 542,305 ）

地方創生推進交付金 826,738 （ 1,142,938 → 1,969,676 ）参議院議員選挙費 △ 70,178 （ 715,209 → 645,031 ）

地方大学・地域産業創生交付金 129,719 （ 106,951 → 236,670 ）難病医療対策費 △ 14,267 （ 886,552 → 872,285 ）

査定設計委託費等補助金 87,719 （ 0 → 87,719 ）

男女共同参画費 400 （ 1,150 → 1,550 ）

少子化対策事業費 200 （ 3,080 → 3,280 ）

財政調整基金繰入金 1,342,374 （ 4,173,535 → 5,515,909 ）奨学金返還支援基金繰入金 △ 8,865 （ 140,939 → 132,074 ）

森林環境譲与税基金繰入金 21,518 （ 207,010 → 228,528 ）

労働保険料納付金 305 （ 41,350 → 41,655 ）

デジタル政策推進課分 300 （ 1,707,908 → 1,708,208 ）

重要港湾改修事業費 14,800 （ 437,800 → 452,600 ）現年発生土木災害復旧事業費 △ 87,800 （ 3,638,500 → 3,550,700 ）

鉄道施設災害復旧事業費 △ 3,600 （ 21,000 → 17,400 ）

県立大学整備事業費 △ 2,300 （ 82,800 → 80,500 ）

警察施設整備事業費 △ 2,200 （ 474,400 → 472,200 ）

県有建築物大規模修繕事業費 △ 1,200 （ 442,000 → 440,800 ）

令 和 ７ 年 度 ２ 月 補 正 予 算 （ 令 和 ８ 年 ３ 月 ６ 日 追 加 提 案 分 ）   主 要 な 歳 入 増 減 調 書

区　　　　分 増　　　　額　　　　内　　　　訳 減　　　　額　　　　内　　　　訳

1 県 税

2 地方消費税清算金

3 地 方 譲 与 税

4 地 方 特 例 交 付 金

5 地 方 交 付 税

6
交 通 安 全 対 策
特 別 交 付 金

7 分担金及び負担金

8 使用料及び手数料 △ 4,166

9 国 庫 支 出 金 950,631

10 財 産 収 入

11 寄 附 金 600

12 繰 入 金 1,363,296

13 繰 越 金

15 県 債 △ 82,300

合　　　計 2,228,666 654,708,164　→　656,936,830

14 諸 収 入 605
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(単位：千円)

増 減 額 減　　　　額　　　　内　　　　訳

あきた未来世代移住戦略推進事業 143,107 （ 15,668 → 158,775 ）知事選挙費 △ 102,304 （ 390,481 → 288,177 ）

秋田県ブランド確立事業 111,954 （ 0 → 111,954 ）

豊かな長寿社会創造推進事業 7,231 （ 0 → 7,231 ）障害者支援施設等物価高騰対策事業 △ 5,244 （ 235,572 → 230,328 ）

生活保護適正実施事業 660 （ 37,967 → 38,627 ）

難病等医療費助成事業 64,817 （ 1,819,118 → 1,883,935 ）重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業

△ 7,669 （ 15,586 → 7,917 ）

電子処方箋活用・普及促進事業 △ 4,067 （ 31,713 → 27,646 ）

大気・水質等常時監視事業 △ 3,000 （ 164,410 → 161,410 ）

医療保健福祉計画推進事業 △ 1,731 （ 448,259 → 446,528 ）

人材確保・定着推進事業 7,607 （ 54,893 → 62,500 ）

外国人材受入サポートセンター事業 4,222 （ 31,138 → 35,360 ）

職業能力開発支援事業 2,512 （ 504,161 → 506,673 ）

農業経営等復旧・継続支援対策事業 346,854 （ 39,771 → 386,625 ）

ＡＫＩＴＡグローバルリーチ戦略展開事業

42,844 （ 23,292 → 66,136 ）

インバウンド誘客拡大事業 380,899 （ 0 → 380,899 ）被災事業者事業継続支援事業 △ 2,500 （ 5,000 → 2,500 ）

航空機システム電動化研究・開発推進事業 次世代イノベーション創出・育成事業 △ 1,200 （ 8,743 → 7,543 ）

281,260 （ 280,700 → 561,960 ）

ＡＫＩＴＡ　ＤｅＸ人材育成事業 108,715 （ 0 → 108,715 ）

秋田三港クルーズ活性化事業 67,053 （ 0 → 67,053 ）県営住宅県単大規模修繕事業 △ 4,166 （ 164,052 → 159,886 ）

あきた安全安心住まい推進事業 54,160 （ 243,721 → 297,881 ）「秋田港クルーズ」まちづくり拠点形成事業

△ 4,000 （ 79,063 → 75,063 ）

令 和 ７ 年 度 ２ 月 補 正 予 算 （ 令 和 ８ 年 ３ 月 ６ 日 追 加 提 案 分 ）   主 要 な 目 的 別 増 減 調 書

区　　　　分 増　　　　額　　　　内　　　　訳

2 総 務 費 174,110

1 議 会 費

3 民 生 費 2,647

4 衛 生 費 48,350

5 労 働 費 14,341

6 農 林 水 産 業 費 524,535

7 商 工 費 1,341,220

8 土 木 費 151,047

- 5 -



増 減 額 減　　　　額　　　　内　　　　訳区　　　　分 増　　　　額　　　　内　　　　訳

高齢者安全・安心アドバイザー事業 57,116 （ 58,270 → 115,386 ）

維持管理及び指定工事事業 4,000 （ 446,419 → 450,419 ）

特殊詐欺被害防止対策事業 3,652 （ 3,509 → 7,161 ）

あきたＭｕｓｅｕｍ機能強化事業 23,783 （ 45,737 → 69,520 ）国際教養大学施設設備等整備事業 △ 46,849 （ 144,305 → 97,456 ）

秋田県立大学運営事業 △ 36,743 （ 3,834,208 → 3,797,465 ）

重要文化財天徳寺保存修理事業 △ 19,276 （ 20,321 → 1,045 ）

9 警 察 費 64,768

10 教 育 費 △ 92,352

11 災 害 復 旧 費

654,708,164　→　656,936,830

12 公 債 費

13 諸 支 出 金

14 予 備 費

合　　　計 2,228,666
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「秋田県県税条例の一部を改正する条例案」について（議案第１２２号） 

税務課 

１ 改正理由 

  地方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第 号）による地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の一部

改正に伴い、自動車税の環境性能割の廃止、軽油引取税の税率の特例の廃止等を行う必要がある。 

 

２ 主な改正内容 

⑴  自動車税 

ア 自動車税の環境性能割を廃止する。（第１２４条の４から第１２４条の１３まで、附則第１８条の１１から 

第１８条の１４まで及び改正前の附則第３１条関係） 

イ 自動車税の種別割を自動車税とする。（第１２３条から第１３７条まで及び附則第１９条関係） 

ウ 一定年数を経過した自動車について、税率の概ね１００分の１５（バス及びトラックについては概ね１００ 

分の１０）を重課する特例の適用期限を２年延長する。（附則第１９条関係） 

エ 電気自動車、天然ガス自動車及びプラグインハイブリッド自動車について、税率の概ね１００分の７５を軽 

減する特例の適用期限を２年延長する。（附則第１９条関係） 

⑵  軽油引取税 

 税率の特例（いわゆる当分の間税率）を廃止する。（改正前の附則第１８条の９、第１８条の１０及び第３０

条関係） 

⑶  不動産取得税 

  土地や家屋に係る免税点をそれぞれ 

引き上げる。（第６７条の２関係） 

⑷  その他所要の規定の整理を行う。 

 

３ 施行期日等 

⑴  この条例は、２⑷の一部を除き、令和８年４月１日から施行する。 

⑵  この条例の施行に関し所要の経過措置を規定する。 

 現行 改正後 

土地 10 万円 16 万円 

家屋（建築） 23 万円 66 万円 

家屋（その他） 12 万円 34 万円 
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例
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す
る
条
例
案
新
旧
対
照
表

新

旧

（
所
得
割
の
課
税
標
準
）

（
所
得
割
の
課
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準
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第
三
十
三
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略

第
三
十
三
条
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２

略

２
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３

特
定
配
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法
第
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一
項
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五
号
ロ
に
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も
の
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除

３

特
定
配
当
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に
係
る
所
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を
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。
以
下
こ
の
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に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
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所
得
を
有
す
る
者
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係
る
総
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す
る
者
に
係
る
総

所
得
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係
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６
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が
、
土
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六
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取
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標
準
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の

取
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は
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六
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、
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屋
の
取
得
の
う
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に
係
る
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に
あ

取
得
に
あ
つ
て
は
十
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円

、
家
屋
の
取
得
の
う
ち
建
築
に
係
る
も
の
に
あ

つ
て
は
一
戸
（
共
同
住
宅
、
寄
宿
舎
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
多
数
の
人
の

つ
て
は
一
戸
（
共
同
住
宅
、
寄
宿
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他
こ
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ら
に
類
す
る
多
数
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の

居
住
の
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す
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（
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下
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共
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。
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つ
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」
と
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つ
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供
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を
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、
居
住
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供
す
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独
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。
以
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こ
の
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じ
。
）
に
つ
き
六
十
六
万
円
、
そ
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の
も
の

。
以
下
本
条

に
お
い
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同
じ
。
）
に
つ
き
二
十
三
万
円
、
そ
の
他
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も
の

に
あ
つ
て
は
一
戸
に
つ
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三
十
四
万
円
に
満
た
な
い
場
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に
お
い
て
は
、
不

に
あ
つ
て
は
一
戸
に
つ
き
十
二
万
円

に
満
た
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
不

動
産
取
得
税
を
課
さ
な
い
。

動
産
取
得
税
を
課
さ
な
い
。

２

略

２

略

（
自
動
車
税
の
納
税
義
務
者
等
）

（
自
動
車
税
の
納
税
義
務
者
等
）

第
百
二
十
三
条

自
動
車
税
は
、
自
動
車
（
法
第
百
四
十
五
条

に
規
定

第
百
二
十
三
条

自
動
車
税
は
、
自
動
車
（
法
第
百
四
十
五
条
第
三
号
に
規
定

す
る
自
動
車
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
に
対
し

す
る
自
動
車
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
当
該
自

、
そ
の

所
有
者
に

動
車
の
取
得
者
に
環
境
性
能
割
に
よ
つ
て
、
当
該
自
動
車
の
所
有
者
に
種
別

課
す
る
。

割
に
よ
つ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
課
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
自
動
車
の
取
得
者
に
は
、
製
造
に
よ
り
自
動
車
を
取
得

し
た
自
動
車
製
造
業
者
、
販
売
の
た
め
に
自
動
車
を
取
得
し
た
自
動
車
販
売

業
者
そ
の
他
運
行
（
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五

号
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第
二
条
第
五
項
に
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定
す
る
運
行
を
い
う
。
次
条
第
三
項
及
び
第
四
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
目
的
に
供
す
る
た
め
に
自
動
車
を
取
得
し
た
者

と
し
て
令
第
四
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
も
の
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

２

自
動
車
の
所
有
者
が
法
第
百
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
税

３

自
動
車
の
所
有
者
が
法
第
百
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
種
別
割

を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
項

の
規
定
に
か
か

を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
当
該
自
動
車
の
使
用
者
に
自
動
車
税
を
課
す
る
。
た
だ
し
、
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用

わ
ら
ず
、
当
該
自
動
車
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使
用
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に
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別
割
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す
る
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又
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す
る
自
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に
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て
は
、
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の
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で
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。
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。
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車
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の
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第
百
二
十
三
条
の
二

自
動
車
の
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買
契
約
に
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売
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が
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自
動
車
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第
百
二
十
三
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自
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買
契
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い
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自
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所
有
権
を
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収
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は
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を
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第
一
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す
る
自
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得
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こ
の
節
に
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自
動
車
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所
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と
み
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「
自
動
車
の
取
得
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」
と
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。
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及
び
自
動
車
の
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て
、
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税
を
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す
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。

て
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税
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る
。

２

前
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の
規
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の
適
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を
受
け
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買
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約
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係
る
自
動
車
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い
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、
買
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用
を
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け
る
売
買
契
約
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係
る
自
動
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に
つ
い
て
、
買

主
の
変
更
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つ
た
と
き
は
、
新
た
に
買
主
と
な
る
者
を

主
の
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
新
た
に
買
主
と
な
る
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を
自
動
車
の
取
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自
動
車
の
所
有
者
と
み
な
し
て
、
自
動
車
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を
課
す
る
。

及
び
自
動
車
の
所
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と
み
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し
て
、
自
動
車
税
を
課
す
る
。

３

自
動
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動
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販
売
業
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又
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第
四
十
四
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の
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す
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業
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等
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製
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に
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た
自
動
車
又
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そ
の
販
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そ
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す
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第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
新
規
登

録
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
新
規
登
録
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
場
合
（

当
該
新
規
登
録
前
に
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
売
買
契
約
の
締
結
が

行
わ
れ
た
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
当
該
販
売
業
者
等
を
自
動
車
の
取
得
者

と
み
な
し
て
、
環
境
性
能
割
を
課
す
る
。

４

法
の
施
行
地
外
で
自
動
車
を
取
得
し
た
者
が
、
当
該
自
動
車
を
こ
の
条
例

の
施
行
地
内
に
持
ち
込
ん
で
運
行
の
用
に
供
し
た
場
合
に
は
、
当
該
自
動
車
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を
運
行
の
用
に
供
す
る
者
を
自
動
車
の
取
得
者
と
み
な
し
て
、
環
境
性
能
割

を
課
す
る
。

（
日
本
赤
十
字
社
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
を
非
課
税
と
す

る
自
動
車
の
範
囲
）

第
百
二
十
三
条
の
三

法
第
百
四
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る

自
動
車
は
、
次
に
掲
げ
る
自
動
車
と
す
る
。

一

巡
回
診
療
又
は
患
者
の
輸
送
の
用
に
供
す
る
自
動
車

二

血
液
事
業
の
用
に
供
す
る
自
動
車

三

救
護
資
材
の
運
搬
の
用
に
供
す
る
自
動
車

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
救
急
自
動
車
に
類
す
る
自
動
車
で
総

合
県
税
事
務
所
長
が
認
め
る
も
の

（
自
動
車
税
の
課
税
免
除
）

（
自
動
車
税
の
課
税
免
除
）

第
百
二
十
四
条

第
百
二
十
四
条

日
本
赤
十
字
社
が
所
有
す
る
自
動
車
の
う
ち
直
接
そ
の
本
来

の
事
業
の
用
に
供
す
る
救
急
自
動
車
に
対
し
て
は
、
自
動
車
税
を
課
さ
な
い

。

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
自
動
車
に
対
し
て
は
、
自
動
車
税
を

２

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
自
動
車
に
対
し
て
は
、
種
別
割

を

課
さ
な
い
。

課
さ
な
い
。

一
・
二

略

一
・
二

略

３

日
本
赤
十
字
社
が
所
有
す
る
自
動
車
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
対
し

て
は
、
種
別
割
を
課
さ
な
い
。

一

巡
回
診
療
又
は
患
者
の
輸
送
の
用
に
供
す
る
自
動
車

二

血
液
事
業
の
用
に
供
す
る
自
動
車

三

救
護
資
材
の
運
搬
の
用
に
供
す
る
自
動
車

四

前
三
号
に
掲
げ
る
自
動
車
の
ほ
か
、
救
急
自
動
車
に
類
す
る
自
動
車
で

総
合
県
税
事
務
所
長
の
認
め
る
も
の

２

秋
田
県
厚
生
農
業
協
同
組
合
連
合
会
が
所
有
す
る
自
動
車
の
う
ち
、
次
に

４

秋
田
県
厚
生
農
業
協
同
組
合
連
合
会
が
所
有
す
る
自
動
車
の
う
ち
、
次
に

掲
げ
る
も
の
に
対
し
て
は
、
自
動
車
税
を
課
さ
な
い
。

掲
げ
る
も
の
に
対
し
て
は
、
種
別
割

を
課
さ
な
い
。

一
・
二

略

一
・
二

略

３

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
自
動
車
で
、
総
合
県
税
事
務
所
長
の

５

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
自
動
車
で
、
総
合
県
税
事
務
所
長
の

承
認
を
受
け
た
も
の
に
対
し
て
は
、
自
動
車
税
を
課
さ
な
い
。

承
認
を
受
け
た
も
の
に
対
し
て
は
、
種
別
割

を
課
さ
な
い
。

一
～
五

略

一
～
五

略

４
・
５

略

６
・
７

略

（
自
動
車
税
の
納
税
管
理
人
）

（
種
別
割

の
納
税
管
理
人
）

第
百
二
十
四
条
の
二

自
動
車
税
の
納
税
義
務
者
は
、
県
内
に
住
所
、
居
所
、

第
百
二
十
四
条
の
二

種
別
割

の
納
税
義
務
者
は
、
県
内
に
住
所
、
居
所
、

事
務
所
又
は
事
業
所
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
住
所
等
」
と
い
う
。
）
を

事
務
所
又
は
事
業
所
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
住
所
等
」
と
い
う
。
）
を

有
し
な
い
場
合
に
は
、
納
税
に
関
す
る
一
切
の
事
項
を
処
理
さ
せ
る
た
め
、

有
し
な
い
場
合
に
は
、
納
税
に
関
す
る
一
切
の
事
項
を
処
理
さ
せ
る
た
め
、

県
内
に
住
所
等
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
納
税
管
理
人
を
定
め
、
そ
の
定
め

県
内
に
住
所
等
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
納
税
管
理
人
を
定
め
、
そ
の
定
め

る
必
要
が
生
じ
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
そ
の
旨
を
総
合
県
税
事
務
所
長
に
申

る
必
要
が
生
じ
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
そ
の
旨
を
総
合
県
税
事
務
所
長
に
申

告
し
、
又
は
同
日
か
ら
十
日
以
内
に
県
外
に
住
所
等
を
有
す
る
者
の
う
ち
当

告
し
、
又
は
同
日
か
ら
十
日
以
内
に
県
外
に
住
所
等
を
有
す
る
者
の
う
ち
当

該
事
項
の
処
理
に
つ
き
便
宜
を
有
す
る
も
の
を
納
税
管
理
人
と
し
て
定
め
る

該
事
項
の
処
理
に
つ
き
便
宜
を
有
す
る
も
の
を
納
税
管
理
人
と
し
て
定
め
る

こ
と
に
つ
い
て
総
合
県
税
事
務
所
長
に
申
請
し
て
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ

こ
と
に
つ
い
て
総
合
県
税
事
務
所
長
に
申
請
し
て
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

２

略

２

略

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
納
税
義
務
者
は
、
当
該
納
税
義
務

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
納
税
義
務
者
は
、
当
該
納
税
義
務

者
に
係
る
自
動
車
税
の
徴
収
の
確
保
に
支
障
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
総
合
県

者
に
係
る
種
別
割

の
徴
収
の
確
保
に
支
障
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
総
合
県

税
事
務
所
長
に
申
請
し
て
そ
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
納
税
管
理
人
を
定

税
事
務
所
長
に
申
請
し
て
そ
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
納
税
管
理
人
を
定

め
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
認
定
を
受
け
た
事
項
に
異

め
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
認
定
を
受
け
た
事
項
に
異

動
を
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
異
動
を
生
じ
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
そ
の
旨
を

動
を
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
異
動
を
生
じ
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
そ
の
旨
を

総
合
県
税
事
務
所
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

総
合
県
税
事
務
所
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
自
動
車
税
の
納
税
管
理
人
に
係
る
不
申
告
に
関
す
る
過
料
）

（
種
別
割

の
納
税
管
理
人
に
係
る
不
申
告
に
関
す
る
過
料
）

第
百
二
十
四
条
の
三

前
条
第
三
項
の
認
定
を
受
け
て
い
な
い
自
動
車
税
の
納

第
百
二
十
四
条
の
三

前
条
第
三
項
の
認
定
を
受
け
て
い
な
い
種
別
割

の
納

税
義
務
者
（
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
承
認
を
受
け
て
い
な
い
納
税
義
務

税
義
務
者
（
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
承
認
を
受
け
て
い
な
い
納
税
義
務

者
に
限
る
。
）
で
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
す
べ
き
納

者
に
限
る
。
）
で
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
す
べ
き
納

税
管
理
人
に
つ
い
て
正
当
な
事
由
が
な
く
て
申
告
を
し
な
か
つ
た
も
の
は
、

税
管
理
人
に
つ
い
て
正
当
な
事
由
が
な
く
て
申
告
を
し
な
か
つ
た
も
の
は
、

十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。
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（
環
境
性
能
割
の
課
税
標
準
）

第
百
二
十
四
条
の
四

環
境
性
能
割
の
課
税
標
準
は
、
通
常
の
取
得
価
額
（
法

第
百
五
十
六
条
に
規
定
す
る
「
通
常
の
取
得
価
額
」
を
い
う
。
第
百
二
十
四

条
の
六
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
。

（
環
境
性
能
割
の
税
率
）

第
百
二
十
四
条
の
五

環
境
性
能
割
の
税
率
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
率
と
す
る
。

一

法
第
百
五
十
七
条
第
一
項
（
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
自
動
車

百
分
の
一

二

法
第
百
五
十
七
条
第
二
項
（
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
自
動
車

百
分
の
二

三

法
第
百
五
十
七
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
自
動
車

百
分
の

三
（
環
境
性
能
割
の
免
税
点
）

第
百
二
十
四
条
の
六

通
常
の
取
得
価
額
が
五
十
万
円
以
下
で
あ
る
自
動
車
に

対
し
て
は
、
環
境
性
能
割
を
課
さ
な
い
。

（
環
境
性
能
割
の
徴
収
の
方
法
）

第
百
二
十
四
条
の
七

環
境
性
能
割
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
申
告
納
付
の
方
法

に
よ
る
。

（
環
境
性
能
割
の
申
告
納
付
）

第
百
二
十
四
条
の
八

環
境
性
能
割
の
納
税
義
務
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

自
動
車
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
時
又
は
日
ま
で
に
、
法
第
百

六
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
告
書
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
告
書
」

と
い
う
。
）
を
総
合
県
税
事
務
所
長
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
申
告
に

係
る
環
境
性
能
割
額
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

新
規
登
録
を
受
け
る
自
動
車

当
該
新
規
登
録
の
時

二

道
路
運
送
車
両
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
移
転
登
録
（
以
下

こ
の
条
及
び
第
百
三
十
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
移
転
登
録
」
と
い

う
。
）
を
受
け
る
べ
き
自
動
車

当
該
移
転
登
録
を
受
け
る
べ
き
事
由
が

あ
つ
た
日
か
ら
十
五
日
を
経
過
す
る
日
（
そ
の
日
前
に
当
該
移
転
登
録
を

受
け
た
と
き
は
、
当
該
移
転
登
録
の
時
）

三

前
二
号
に
掲
げ
る
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
、
道
路
運
送
車
両
法
第
六

十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
検
査
証
の
変
更
記
録
を
受
け
る
べ

き
自
動
車

当
該
変
更
記
録
を
受
け
る
べ
き
事
由
が
あ
つ
た
日
か
ら
十
五

日
を
経
過
す
る
日
（
そ
の
日
前
に
当
該
変
更
記
録
を
受
け
た
と
き
は
、
当

該
変
更
記
録
の
時
）

四

前
三
号
に
掲
げ
る
自
動
車
以
外
の
自
動
車

当
該
自
動
車
の
取
得
の
日

か
ら
十
五
日
を
経
過
す
る
日

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
書
を
提
出
す
べ
き
者
は
、
同
項
各
号
に
規
定
す

る
申
告
書
の
提
出
期
限
後
に
お
い
て
も
、
法
第
百
六
十
八
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
る
決
定
の
通
知
が
あ
る
ま
で
の
間
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
納
付

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
二
項
若
し
く
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
書
若
し
く
は
法
第
百
六
十

一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
修
正
申
告
書
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て

「
修
正
申
告
書
」
と
い
う
。
）
を
提
出
し
た
者
又
は
法
第
百
六
十
八
条
第
一

項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
更
正
若
し
く
は
決
定
を
受
け
た
者
は
、

当
該
申
告
書
若
し
く
は
修
正
申
告
書
又
は
当
該
更
正
若
し
く
は
決
定
に
係
る

課
税
標
準
額
又
は
環
境
性
能
割
額
に
つ
い
て
不
足
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
遅

滞
な
く
、
修
正
申
告
書
を
総
合
県
税
事
務
所
長
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
そ

の
修
正
に
よ
り
増
加
し
た
環
境
性
能
割
額
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

環
境
性
能
割
の
納
税
義
務
者
は
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
環
境
性
能
割
額

を
納
付
す
る
場
合
（
法
第
百
七
十
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
環
境
性
能
割
額
に

係
る
延
滞
金
額
を
納
付
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ

る
申
告
書
又
は
修
正
申
告
書
に
証
紙
を
貼
る
こ
と
に
代
え
て
、
証
紙
代
金
収
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納
計
器
（
証
紙
に
代
わ
る
べ
き
印
影
を
表
示
す
る
装
置
を
付
し
た
計
器
を
い

う
。
以
下
「
収
納
計
器
」
と
い
う
。
）
で
当
該
申
告
書
又
は
修
正
申
告
書
に

納
付
す
べ
き
環
境
性
能
割
額
（
当
該
環
境
性
能
割
額
に
係
る
延
滞
金
額
を
含

む
。
）
に
相
当
す
る
金
額
の
表
示
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
納
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
収
納
計
器
に
よ
る
表
示
の
方
法
に
よ
り
納
付
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
当
該
環
境
性
能
割
額
に
相
当
す
る
現
金
を
納
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

環
境
性
能
割
の
納
税
義
務
者
は
、
第
二
項
又
は
第
三
項
の
場
合
に
は
、
前

項
の
収
納
計
器
に
よ
り
金
額
の
表
示
を
受
け
る
こ
と
に
代
え
て
、
そ
の
表
示

を
受
け
る
べ
き
金
額
に
相
当
す
る
現
金
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

環
境
性
能
割
の
納
税
義
務
者
は
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推

進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
新
規
登

録
又
は
移
転
登
録
の
申
請
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
秋
田
県
行
政
手
続
等
に

お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
九
年
秋
田
県
条

例
第
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
し
て
、
又
は
法
第
七
百
四
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
地
方
税
関
係
手
続
用
電
子
情
報
処
理
組
織
（
法
第
七
百
六
十
二
条
第
一
号

に
規
定
す
る
地
方
税
関
係
手
続
用
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
第
百
二
十

七
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
し
、
か
つ
、
地
方
税
共
同
機
構
を
経

由
し
て
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
第
四
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
納
付
す
べ
き
環
境
性
能
割
額
に
相
当
す
る
現
金
を
納

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
環
境
性
能
割
の
報
告
）

第
百
二
十
四
条
の
九

自
動
車
の
取
得
者
（
環
境
性
能
割
の
納
税
義
務
者
を
除

く
。
）
は
、
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
時
又
は
日
ま
で
に
、
法
第
百
六
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
報
告

書
を
総
合
県
税
事
務
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
環
境
性
能
割
に
係
る
不
申
告
等
に
関
す
る
過
料
）

第
百
二
十
四
条
の
十

環
境
性
能
割
の
納
税
義
務
者
で
第
百
二
十
四
条
の
八
第

一
項
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
申
告
し
、
又
は
報
告
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て

正
当
な
事
由
が
な
く
て
申
告
又
は
報
告
を
し
な
か
つ
た
も
の
は
、
十
万
円
以

下
の
過
料
に
処
す
る
。

（
譲
渡
担
保
財
産
に
対
し
て
課
す
る
環
境
性
能
割
の
納
税
義
務
の
免
除
等
）

第
百
二
十
四
条
の
十
一

譲
渡
担
保
権
者
が
譲
渡
担
保
財
産
と
し
て
自
動
車
の

取
得
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
担
保
財
産
に
よ
り
担
保
さ
れ
る
債

権
の
消
滅
に
よ
り
当
該
取
得
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
譲
渡
担
保
権
者
か
ら
譲

渡
担
保
財
産
の
設
定
者
に
当
該
譲
渡
担
保
財
産
を
移
転
し
た
と
き
は
、
譲
渡

担
保
権
者
が
取
得
し
た
当
該
譲
渡
担
保
財
産
に
対
す
る
環
境
性
能
割
に
係
る

徴
収
金
に
係
る
納
税
義
務
を
免
除
す
る
。

２

総
合
県
税
事
務
所
長
は
、
自
動
車
の
取
得
者
か
ら
環
境
性
能
割
に
つ
い
て

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
べ
き
旨
の
申
告
が
あ
り
、
当
該
申
告
が
真
実
で

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
取
得
の
日
か
ら
六
月
以
内
の
期
間
を
限
つ
て

、
当
該
自
動
車
に
対
す
る
環
境
性
能
割
に
係
る
徴
収
金
の
徴
収
を
猶
予
す
る

。
３

総
合
県
税
事
務
所
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
の
猶
予
を
し
た
場
合

に
は
、
当
該
徴
収
の
猶
予
が
さ
れ
た
環
境
性
能
割
額
に
係
る
延
滞
金
額
の
う

ち
当
該
徴
収
を
猶
予
し
た
期
間
に
対
応
す
る
部
分
の
金
額
を
免
除
す
る
。

４

総
合
県
税
事
務
所
長
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
の
猶
予
を
し
た
場

合
に
お
い
て
、
当
該
徴
収
の
猶
予
に
係
る
環
境
性
能
割
に
つ
い
て
第
一
項
の

規
定
の
適
用
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
つ
た
と
き
は
、
当
該
徴
収
の
猶
予

を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
徴
収
の
猶
予
を

取
り
消
さ
れ
た
者
は
、
直
ち
に
当
該
徴
収
の
猶
予
が
さ
れ
た
環
境
性
能
割
に

係
る
徴
収
金
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

法
第
十
五
条
の
二
の
二
及
び
法
第
十
五
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
は
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
の
猶
予
に
つ
い
て
、
法
第
十
五
条
の
三
第
三
項
の

規
定
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
の
猶
予
の
取
消
し
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
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準
用
す
る
。

６

総
合
県
税
事
務
所
長
は
、
環
境
性
能
割
に
係
る
徴
収
金
を
徴
収
し
た
場
合

に
お
い
て
、
当
該
環
境
性
能
割
に
つ
い
て
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
こ

と
と
な
つ
た
と
き
は
、
同
項
の
譲
渡
担
保
権
者
の
申
請
に
基
づ
い
て
、
当
該

徴
収
金
を
還
付
す
る
。

７

総
合
県
税
事
務
所
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
環
境
性
能
割
に
係
る
徴
収

金
を
還
付
す
る
場
合
に
お
い
て
、
還
付
を
受
け
る
べ
き
者
の
未
納
に
係
る
徴

収
金
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
還
付
す
べ
き
額
を
こ
れ
に
充
当
す
る
。

８

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
環
境
性
能
割
に
係
る
徴
収
金
を
還
付
し
、
又
は
充

当
す
る
場
合
に
は
、
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
還
付
の
申
請
が
あ
つ
た
日
か
ら

起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
を
法
第
十
七
条
の
四
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

日
と
み
な
し
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

９

第
二
項
の
申
告
又
は
第
六
項
の
申
請
は
、
申
告
書
又
は
申
請
書
を
総
合
県

税
事
務
所
長
に
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
自
動
車
の
返
還
が
あ
つ
た
場
合
の
環
境
性
能
割
の
納
税
義
務
の
免
除
等
）

第
百
二
十
四
条
の
十
二

自
動
車
販
売
業
者
か
ら
自
動
車
の
取
得
を
し
た
者
（

以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
自
動
車
の
取
得
を
し
た
者
」
と
い
う
。

）
が
、
当
該
自
動
車
の
性
能
が
良
好
で
な
い
こ
と
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
理

由
で
法
施
行
規
則
第
九
条
の
七
に
規
定
す
る
も
の
に
よ
り
、
当
該
自
動
車
の

取
得
の
日
か
ら
一
月
以
内
に
当
該
自
動
車
を
当
該
自
動
車
販
売
業
者
に
返
還

し
た
場
合
に
は
、
当
該
自
動
車
の
取
得
を
し
た
者
が
取
得
し
た
自
動
車
に
対

す
る
環
境
性
能
割
に
係
る
納
税
義
務
を
免
除
す
る
。

２

総
合
県
税
事
務
所
長
は
、
環
境
性
能
割
を
徴
収
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当

該
環
境
性
能
割
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き

は
、
自
動
車
の
取
得
を
し
た
者
の
申
請
に
基
づ
い
て
、
当
該
環
境
性
能
割
額

に
相
当
す
る
額
を
還
付
す
る
。

３

前
条
第
七
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
環
境
性
能
割
額
に
相
当
す

る
額
を
還
付
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

４

第
二
項
の
申
請
は
、
申
請
書
を
総
合
県
税
事
務
所
長
に
提
出
し
て
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
環
境
性
能
割
の
減
免
）

第
百
二
十
四
条
の
十
三

総
合
県
税
事
務
所
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
自
動
車
に
対
し
て
課
す
る
環
境
性
能
割
を
、
当
該
自
動
車
の
取
得

者
の
申
請
に
よ
り
、
減
免
す
る
。

一

日
本
赤
十
字
社
の
巡
回
診
療
の
用
に
供
す
る
自
動
車
又
は
血
液
事
業
の

用
に
供
す
る
自
動
車

二

秋
田
県
厚
生
農
業
協
同
組
合
連
合
会
の
救
急
自
動
車
又
は
巡
回
診
療
の

用
に
供
す
る
自
動
車

三

身
体
に
障
害
を
有
し
歩
行
が
困
難
な
者
で
規
則
で
定
め
る
も
の
（
以
下

「
身
体
障
害
者
」
と
い
う
。
）
又
は
精
神
に
障
害
を
有
し
歩
行
が
困
難
な

者
で
規
則
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
精
神
障
害
者
」
と
い
う
。
）
（
以
下

「
身
体
障
害
者
等
」
と
い
う
。
）
が
取
得
し
た
自
家
用
自
動
車
（
身
体
障

害
者
で
年
齢
十
八
歳
未
満
の
も
の
又
は
精
神
障
害
者
と
生
計
を
一
に
す
る

者
が
取
得
し
た
も
の
を
含
む
。
）
で
、
当
該
身
体
障
害
者
等
が
自
ら
運
転

す
る
も
の
又
は
当
該
身
体
障
害
者
等
の
た
め
に
こ
れ
ら
の
者
と
生
計
を
一

に
す
る
者
が
運
転
す
る
も
の
の
う
ち
規
則
で
定
め
る
も
の
で
あ
つ
て
、
総

合
県
税
事
務
所
長
が
必
要
と
認
め
る
も
の

四

身
体
に
障
害
を
有
す
る
者
又
は
精
神
に
障
害
を
有
す
る
者
で
規
則
で
定

め
る
も
の
の
み
で
構
成
さ
れ
る
世
帯
に
属
す
る
身
体
障
害
者
等
が
取
得
し

た
自
家
用
自
動
車
（
身
体
障
害
者
で
年
齢
十
八
歳
未
満
の
も
の
又
は
精
神

障
害
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者
以
外
の
者
で
当
該
世
帯
に
属
す
る
も
の
が

取
得
し
た
自
家
用
自
動
車
を
含
む
。
）
で
、
当
該
身
体
障
害
者
等
の
た
め

に
こ
れ
ら
の
者
を
常
時
介
護
す
る
者
が
運
転
す
る
も
の
の
う
ち
規
則
で
定

め
る
も
の
で
あ
つ
て
、
総
合
県
税
事
務
所
長
が
必
要
と
認
め
る
も
の

五

取
得
の
日
か
ら
一
月
以
内
に
震
災
、
風
水
害
、
落
雷
、
火
災
そ
の
他
こ

れ
ら
に
類
す
る
災
害
（
次
号
に
お
い
て
「
災
害
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
滅

失
し
、
又
は
損
壊
し
た
自
動
車

六

災
害
に
よ
り
滅
失
し
、
又
は
損
壊
し
た
自
動
車
（
前
号
の
規
定
に
よ
り
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減
免
を
受
け
た
自
動
車
を
除
く
。
）
又
は
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
（
法
第

四
百
四
十
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
軽
自
動
車
を
い
い
、
災
害
に
よ
る
滅

失
又
は
損
壊
に
係
る
も
の
と
し
て
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
減
免
を

受
け
た
も
の
を
除
く
。
）
に
代
わ
る
も
の
と
総
合
県
税
事
務
所
長
が
認
め

る
自
動
車
で
あ
つ
て
、
当
該
滅
失
又
は
損
壊
の
日
か
ら
三
月
以
内
（
当
該

期
間
内
に
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
総

合
県
税
事
務
所
長
が
認
め
る
場
合
に
は
、
規
則
で
定
め
る
期
間
内
）
に
取

得
し
た
も
の

七

構
造
上
身
体
障
害
者
等
の
利
用
に
専
ら
供
す
る
た
め
の
も
の
と
認
め
ら

れ
る
自
動
車
（
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

八

構
造
上
身
体
障
害
者
等
の
利
用
に
供
す
る
た
め
の
も
の
と
認
め
ら
れ
る

自
動
車
（
第
三
号
、
第
四
号
及
び
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は

専
ら
身
体
障
害
者
等
が
運
転
す
る
た
め
に
構
造
の
変
更
が
な
さ
れ
た
営
業

用
自
動
車
（
第
三
号
、
第
四
号
及
び
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

２

総
合
県
税
事
務
所
長
は
、
環
境
性
能
割
に
係
る
徴
収
金
を
徴
収
し
た
場
合

に
お
い
て
、
当
該
環
境
性
能
割
に
つ
い
て
前
項
第
五
号
又
は
第
六
号
の
規
定

の
適
用
が
あ
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
納
税
義
務
者
の
申
請
に
基
づ
い
て

、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
減
免
す
べ
き
額
に
相
当
す
る
税
額
を
還
付
す
る
。

３

総
合
県
税
事
務
所
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
環
境
性
能
割
額
を
還
付
す

る
場
合
に
お
い
て
、
還
付
を
受
け
る
納
税
義
務
者
の
未
納
に
係
る
徴
収
金
が

あ
る
と
き
は
、
当
該
還
付
す
べ
き
額
を
こ
れ
に
充
当
す
る
。

４

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
環
境
性
能
割
額
を
還
付
し
、
又
は
充
当
す
る
場
合

に
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
還
付
の
申
請
が
あ
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
十

日
を
経
過
し
た
日
を
法
第
十
七
条
の
四
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
日
と
み
な
し

て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

５

第
一
項
又
は
第
二
項
の
申
請
は
、
申
請
書
を
総
合
県
税
事
務
所
長
に
提
出

し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
環
境
性
能
割
の
減
免
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

（
自
動
車
税
の
税
率
）

（
種
別
割

の
税
率
）

第
百
二
十
五
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
税
の

第
百
二
十
五
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
に
対
し
て
課
す
る
種
別
割

の

税
率
は
、
一
台
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

税
率
は
、
一
台
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
～
五

略

一
～
五

略

２

前
項
第
二
号
又
は
第
五
号
ハ

に
掲
げ
る
自
動
車
の
う
ち
最
大
乗
車
定
員

２

前
項
第
二
号
又
は
第
五
号
ハ

に
掲
げ
る
自
動
車
の
う
ち
最
大
乗
車
定
員

（2）

（2）

が
四
人
以
上
で
あ
る
も
の
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
税
の
税
率
に
つ
い
て
は

が
四
人
以
上
で
あ
る
も
の
に
対
し
て
課
す
る
種
別
割

の
税
率
に
つ
い
て
は

、
そ
れ
ぞ
れ
同
項
第
二
号
又
は
第
五
号
ハ
⑵
に
定
め
る
額
に
、
次
の
各
号
に

、
そ
れ
ぞ
れ
同
項
第
二
号
又
は
第
五
号
ハ
⑵
に
定
め
る
額
に
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
、
加
算
し
た
額
と
す
る
。

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
、
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一
・
二

略

一
・
二

略

３

略

３

略

（
自
動
車
税
の
徴
収
の
方
法
）

（
種
別
割

の
徴
収
の
方
法
）

第
百
二
十
七
条

自
動
車
税
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
る

第
百
二
十
七
条

種
別
割

の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
る

。

。

２

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
七
条
第
一

２

新
規
登
録

項
に
規
定
す
る
新
規
登
録
（
次
項
、
次
条
及
び
第
百
三
十
条
第
一
項
第
一
号

に
お
い
て
「
新
規
登
録
」
と
い
う
。
）
の
申
請
が
あ
つ
た
自
動
車
に
つ
い
て

の
申
請
が
あ
つ
た
自
動
車
に
つ
い
て

法
第
百
五
十
七
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
課
す
る
自
動
車
税
の
徴
収
に

法
第
百
七
十
七
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
課
す
る
種
別
割

の
徴
収
に

つ
い
て
は
、
第
百
二
十
八
条
の
賦
課
期
日
後
翌
年
二
月
末
日
ま
で
の
間
に
納

つ
い
て
は
、
第
百
二
十
八
条
の
賦
課
期
日
後
翌
年
二
月
末
日
ま
で
の
間
に
納

税
義
務
が
発
生
し
た
場
合
に
限
り
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
証
紙
徴

税
義
務
が
発
生
し
た
場
合
に
限
り
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
証
紙
徴

収
の
方
法
に
よ
る
。

収
の
方
法
に
よ
る
。

３

総
合
県
税
事
務
所
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
税
を
証
紙
徴
収
の

３

総
合
県
税
事
務
所
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
種
別
割
を

証
紙
徴
収
の

方
法
に
よ
つ
て
徴
収
す
る
場
合
に
は
、
納
税
者
が
新
規
登
録
の
申
請
を
し
た

方
法
に
よ
つ
て
徴
収
す
る
場
合
に
は
、
納
税
者
が
新
規
登
録
の
申
請
を
し
た

と
き
に
、
第
百
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
申
告
書
に
証
紙
を
貼
ら
せ

と
き
に
、
第
百
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
申
告
書
に
証
紙
を
貼
ら
せ

る
こ
と
に
代
え
て
、
証
紙
代
金
収
納
計
器
（
証
紙
に
代
わ
る
べ
き
印
影
を
表

る
こ
と
に
代
え
て
、
収
納
計
器

示
す
る
装
置
を
付
し
た
計
器
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で

で

当
該
申
告
書
に
証
紙
徴
収
す
べ
き
自
動
車
税
額
に
相
当
す
る
金
額
の
表
示
を

当
該
申
告
書
に
証
紙
徴
収
す
べ
き
種
別
割
額

に
相
当
す
る
金
額
の
表
示
を

受
け
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
納
付
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
証
紙

受
け
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
納
付
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
収
納

代
金
収
納
計
器
に
よ
る
表
示
の
方
法
に
よ
り
納
付
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い

計
器

に
よ
る
表
示
の
方
法
に
よ
り
納
付
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い

場
合
に
は
、
当
該
自
動
車
税
額
に
相
当
す
る
現
金
の
納
付
を
受
け
た
後
当
該

場
合
に
は
、
当
該
種
別
割
額

に
相
当
す
る
現
金
の
納
付
を
受
け
た
後
当
該
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申
告
書
に
納
税
済
印
を
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

申
告
書
に
納
税
済
印
を
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
税
を
証
紙
徴
収
の
方
法
に
よ
つ
て
徴
収
す

４

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
種
別
割

を
証
紙
徴
収
の
方
法
に
よ
つ
て
徴
収
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
当
該
自
動
車
税
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
普

る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
当
該
種
別
割

の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
普

通
徴
収
の
方
法
に
よ
る
。

通
徴
収
の
方
法
に
よ
る
。

（
自
動
車
税
の
徴
収
の
方
法
の
特
例
）

（
種
別
割

の
徴
収
の
方
法
の
特
例
）

第
百
二
十
七
条
の
二

納
税
者
が
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等

第
百
二
十
七
条
の
二

納
税
者
が
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規

に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項

の
規

定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
新
規
登
録
の

定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
新
規
登
録
の

申
請
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
秋
田
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の

申
請
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
秋
田
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の

技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
九
年
秋
田
県
条
例
第
一
号
）
第
三
条

技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
第
三
条
第
一
項

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て

の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て

、
又
は
法
第
七
百
四
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
税
関
係
手
続

、
又
は
法
第
七
百
四
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
税
関
係
手
続

用
電
子
情
報
処
理
組
織
（
法
第
七
百
六
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
地
方
税

用
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
、

関
係
手
続
用
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
を
使
用
し
、
か
つ
、
地
方
税

か
つ
、
地
方
税

共
同
機
構
を
経
由
し
て
、
第
百
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提

共
同
機
構
を
経
由
し
て
、
第
百
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提

出
す
る
と
き
は
、
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

出
す
る
と
き
は
、
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

納
税
者
が
当
該
新
規
登
録
の
申
請
を
し
た
際
に
、
当
該
新
規
登
録
の
申
請
に

納
税
者
が
当
該
登
録

の
申
請
を
し
た
際
に
、
当
該
登
録

の
申
請
に

係
る
自
動
車
に
係
る
自
動
車
税
を
法
施
行
規
則

に
規
定
す
る

係
る
自
動
車
に
係
る
種
別
割

を
法
施
行
規
則
第
九
条
の
十
六
に
規
定
す
る

方
法
に
よ
り
徴
収
す
る
。

方
法
に
よ
り
徴
収
す
る
。

（
自
動
車
税
の
賦
課
期
日
）

（
種
別
割

の
賦
課
期
日
）

第
百
二
十
八
条

自
動
車
税
の
賦
課
期
日
は
、
四
月
一
日
と
す
る
。

第
百
二
十
八
条

種
別
割

の
賦
課
期
日
は
、
四
月
一
日
と
す
る
。

（
自
動
車
税
の
納
期
）

（
種
別
割

の
納
期
）

第
百
二
十
九
条

自
動
車
税
の
納
期
は
六
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で
と
す

第
百
二
十
九
条

種
別
割

の
納
期
は
六
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で
と
す

る
。

る
。

２
・
３

略

２
・
３

略

（
自
動
車
税
の
賦
課
徴
収
に
関
す
る
申
告
の
義
務
等
）

（
種
別
割

の
賦
課
徴
収
に
関
す
る
申
告
の
義
務
等
）

第
百
三
十
条

自
動
車
税
の
納
税
義
務
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
の

第
百
三
十
条

種
別
割

の
納
税
義
務
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
の

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
時
又
は
日
ま
で
に
、
申
告
書
を
総
合
県

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
時
又
は
日
ま
で
に
、
申
告
書
を
総
合
県

税
事
務
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

税
事
務
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

略

一

略

二

道
路
運
送
車
両
法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
変
更
登
録
又
は
同
法

二

道
路
運
送
車
両
法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
変
更
登
録
又
は

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
移
転
登
録
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
に

移
転
登
録
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
に

お
い
て
「
変
更
登
録
等
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
べ
き
自
動
車

当
該
変

お
い
て
「
変
更
登
録
等
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
べ
き
自
動
車

当
該
変

更
登
録
等
を
受
け
る
べ
き
事
由
が
あ
つ
た
日
か
ら
十
五
日
を
経
過
す
る
日

更
登
録
等
を
受
け
る
べ
き
事
由
が
あ
つ
た
日
か
ら
十
五
日
を
経
過
す
る
日

（
そ
の
日
前
に
当
該
変
更
登
録
等
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
変
更
登
録
等

（
そ
の
日
前
に
当
該
変
更
登
録
等
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
変
更
登
録
等

の
時
）

の
時
）

三
～
五

略

三
～
五

略

六

第
百
二
十
四
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
自
動
車
（
同
条
第
一
項
第
一
号

六

第
百
二
十
四
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
自
動
車
（
同
条
第
二
項
第
一
号

に
掲
げ
る
自
動
車
を
除
く
。
）

当
該
規
定
の
適
用
を
受
け
る
べ
き
事
由

に
掲
げ
る
自
動
車
を
除
く
。
）

当
該
規
定
の
適
用
を
受
け
る
べ
き
事
由

の
発
生
し
た
日
又
は
当
該
事
由
の
消
滅
し
た
日
か
ら
十
五
日
を
経
過
す
る

の
発
生
し
た
日
又
は
当
該
事
由
の
消
滅
し
た
日
か
ら
十
五
日
を
経
過
す
る

日
（
当
該
自
動
車
が
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
自
動
車
で
あ
つ

日
（
当
該
自
動
車
が
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
自
動
車
で
あ
つ

て
、
そ
の
日
前
に
登
録
、
抹
消
登
録
又
は
自
動
車
検
査
証
の
変
更
記
録
を

て
、
そ
の
日
前
に
登
録
、
抹
消
登
録
又
は
自
動
車
検
査
証
の
変
更
記
録
を

受
け
た
と
き
は
、
当
該
登
録
、
抹
消
登
録
若
し
く
は
登
録
換
又
は
自
動
車

受
け
た
と
き
は
、
当
該
登
録
、
抹
消
登
録
若
し
く
は
登
録
換
又
は
自
動
車

検
査
証
の
変
更
記
録
の
時
）

検
査
証
の
変
更
記
録
の
時
）

２

自
動
車
税
の
納
税
義
務
者
が
、
そ
の
納
税
義
務
が
消
滅
し
た
場
合
に
お
い

２

種
別
割

の
納
税
義
務
者
が
、
そ
の
納
税
義
務
が
消
滅
し
た
場
合
に
お
い

て
、
そ
の
消
滅
の
理
由
を
登
録
又
は
変
更
記
録
の
原
因
と
し
た
変
更
登
録
等

て
、
そ
の
消
滅
の
理
由
を
登
録
又
は
変
更
記
録
の
原
因
と
し
た
変
更
登
録
等

、
道
路
運
送
車
両
法
第
十
五
条
若
し
く
は
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
又

、
道
路
運
送
車
両
法
第
十
五
条
若
し
く
は
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
又

は
同
法
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
検
査
証
の
変
更
記
録
を
受
け
た

は
同
法
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
検
査
証
の
変
更
記
録
を
受
け
た

と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

３

第
百
二
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動
車
の
売
主
は
、
総
合
県
税

３

第
百
二
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動
車
の
売
主
は
、
総
合
県
税

事
務
所
長
か
ら
当
該
自
動
車
の
買
主
の
住
所
又
は
居
所
が
不
明
で
あ
る
こ
と

事
務
所
長
か
ら
当
該
自
動
車
の
買
主
の
住
所
又
は
居
所
が
不
明
で
あ
る
こ
と

を
理
由
と
し
て
請
求
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
自
動
車
の
買
主
の
住
所
又

を
理
由
と
し
て
請
求
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
自
動
車
の
買
主
の
住
所
又

は
居
所
そ
の
他
当
該
自
動
車
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
税
の
賦
課
徴
収
に
関

は
居
所
そ
の
他
当
該
自
動
車
に
対
し
て
課
す
る
種
別
割

の
賦
課
徴
収
に
関

し
必
要
な
事
項
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
必
要
な
事
項
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
百
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
納
税
義
務
者
が
第
一
項
の
規
定
に

４

第
百
二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
納
税
義
務
者
が
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
提
出
す
る
申
告
書
に
は
、
そ
の
自
動
車
の
所
有
者
が
連
署
し
な
け
れ
ば

よ
り
提
出
す
る
申
告
書
に
は
、
そ
の
自
動
車
の
所
有
者
が
連
署
し
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

５

略

５

略

（
自
動
車
税
に
係
る
不
申
告
等
に
関
す
る
過
料
）

（
種
別
割

に
係
る
不
申
告
等
に
関
す
る
過
料
）

第
百
三
十
一
条

自
動
車
税
の
納
税
義
務
者
又
は
第
百
二
十
三
条
の
二
に
規
定

第
百
三
十
一
条

種
別
割

の
納
税
義
務
者
又
は
第
百
二
十
三
条
の
二
に
規
定

す
る
自
動
車
の
売
主
で
あ
つ
て
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
申
告
し
、
又
は
報
告

す
る
自
動
車
の
売
主
で
あ
つ
て
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
申
告
し
、
又
は
報
告

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
正
当
な
事
由
が
な
く
て
申
告
又
は
報
告
を
し
な
か
つ

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
正
当
な
事
由
が
な
く
て
申
告
又
は
報
告
を
し
な
か
つ

た
も
の
は
、
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

た
も
の
は
、
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

（
自
動
車
販
売
業
者
の
所
有
す
る
中
古
自
動
車
に
係
る
自
動
車
税
の
減
額
）

（
自
動
車
販
売
業
者
の
所
有
す
る
中
古
自
動
車
に
係
る
種
別
割

の
減
額
）

第
百
三
十
三
条

自
動
車
の
販
売
を
業
と
す
る
者
で
規
則
で
定
め
る
も
の
が
賦

第
百
三
十
三
条

自
動
車
の
販
売
を
業
と
す
る
者
で
規
則
で
定
め
る
も
の
が
賦

課
期
日
に
お
い
て
販
売
の
た
め
所
有
し
、
か
つ
、
展
示
し
て
い
る
中
古
自
動

課
期
日
に
お
い
て
販
売
の
た
め
所
有
し
、
か
つ
、
展
示
し
て
い
る
中
古
自
動

車
（
古
物
営
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規

車
（
古
物
営
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
古
物
に
該
当
す
る
自
動
車
を
い
う
。
）
で
規
則
で
定
め
る
も
の
に
対

定
す
る
古
物
に
該
当
す
る
自
動
車
を
い
う
。
）
で
規
則
で
定
め
る
も
の
に
対

し
て
課
す
る
当
該
年
度
分
の
自
動
車
税
に
つ
い
て
は
、
当
該
自
動
車
に
係
る

し
て
課
す
る
当
該
年
度
分
の
種
別
割

に
つ
い
て
は
、
当
該
自
動
車
に
係
る

自
動
車
税
の
年
額
の
十
二
分
の
三
に
相
当
す
る
額
を
減
額
す
る
。

種
別
割

の
年
額
の
十
二
分
の
三
に
相
当
す
る
額
を
減
額
す
る
。

２

略

２

略

３

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
税
の
減

３

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
種
別
割

の
減

額
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

額
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

４

略

４

略

５

総
合
県
税
事
務
所
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
税
額
を
還
付
す
る

５

総
合
県
税
事
務
所
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
種
別
割
額

を
還
付
す
る

場
合
に
お
い
て
、
還
付
を
受
け
る
納
税
義
務
者
の
未
納
に
係
る
徴
収
金
が
あ

場
合
に
お
い
て
、
還
付
を
受
け
る
納
税
義
務
者
の
未
納
に
係
る
徴
収
金
が
あ

る
と
き
は
、
当
該
還
付
す
べ
き
額
を
こ
れ
に
充
当
す
る
。

る
と
き
は
、
当
該
還
付
す
べ
き
額
を
こ
れ
に
充
当
す
る
。

６

第
四
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
税
額
を
還
付
し
、
又
は
充
当
す

６

第
四
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
種
別
割
額

を
還
付
し
、
又
は
充
当
す

る
場
合
に
は
、
納
期
限
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
す
る
日
を
法
第

る
場
合
に
は
、
納
期
限
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
す
る
日
を
法
第

十
七
条
の
四
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
日
と
み
な
し
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用

十
七
条
の
四
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
日
と
み
な
し
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用

す
る
。

す
る
。

（
身
体
障
害
者
等
に
対
す
る
自
動
車
税
の
減
免
）

（
身
体
障
害
者
等
に
対
す
る
種
別
割

の
減
免
）

第
百
三
十
四
条

総
合
県
税
事
務
所
長
は
、
身
体
に
障
害
を
有
し
歩
行
が
困
難

第
百
三
十
四
条

総
合
県
税
事
務
所
長
は
、
身
体
障
害
者
等

な
者
で
規
則
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
身
体
障

害
者
」
と
い
う
。
）
又
は
精
神
に
障
害
を
有
し
歩
行
が
困
難
な
者
で
規
則
で

定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
精
神
障
害
者
」
と
い
う

。
）
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
百
三
十
六
条
の
三
に
お
い
て
「
身
体
障
害
者
等

」
と
い
う
。
）
が
所
有
す
る
自
家
用
自
動
車
（
身
体
障
害
者
で
年
齢
十
八
歳

が
所
有
す
る
自
家
用
自
動
車
（
身
体
障
害
者
で
年
齢
十
八
歳
未
満

未
満
の
も
の
又
は
精
神
障
害
者
と
生
計
を
一
に
す
る
者
が
所
有
す
る
も
の
を

の
も
の
又
は
精
神
障
害
者
と
生
計
を
一
に
す
る
者
が
所
有
す
る
も
の
を
含
む

含
む
。
）
で
、
当
該
身
体
障
害
者
等
が
自
ら
運
転
す
る
も
の
又
は
当
該
身
体

。
）
で
、
当
該
身
体
障
害
者
等
が
自
ら
運
転
す
る
も
の
又
は
当
該
身
体
障
害

障
害
者
等
の
た
め
に
こ
れ
ら
の
者
と
生
計
を
一
に
す
る
者
が
運
転
す
る
も
の

者
等
の
た
め
に
こ
れ
ら
の
者
と
生
計
を
一
に
す
る
者
が
運
転
す
る
も
の
の
う

の
う
ち
規
則
で
定
め
る
も
の
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
税
を
減
免
す
る
。

ち
規
則
で
定
め
る
も
の
に
対
し
て
課
す
る
種
別
割

を
減
免
す
る
。

２

総
合
県
税
事
務
所
長
は
、
身
体
に
障
害
を
有
す
る
者
又
は
精
神
に
障
害
を

２

総
合
県
税
事
務
所
長
は
、
身
体
に
障
害
を
有
す
る
者
又
は
精
神
に
障
害
を

有
す
る
者
で
規
則
で
定
め
る
も
の
の
み
で
構
成
さ
れ
る
世
帯
に
属
す
る
身
体

有
す
る
者
で
規
則
で
定
め
る
も
の
の
み
で
構
成
さ
れ
る
世
帯
に
属
す
る
身
体

障
害
者
等
が
所
有
す
る
自
家
用
自
動
車
（
身
体
障
害
者
で
年
齢
十
八
歳
未
満

障
害
者
等
が
所
有
す
る
自
家
用
自
動
車
（
身
体
障
害
者
で
年
齢
十
八
歳
未
満

の
も
の
又
は
精
神
障
害
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者
以
外
の
者
で
当
該
世
帯
に

の
も
の
又
は
精
神
障
害
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者
以
外
の
者
で
当
該
世
帯
に

属
す
る
も
の
が
所
有
す
る
自
家
用
自
動
車
を
含
む
。
）
で
、
当
該
身
体
障
害

属
す
る
も
の
が
所
有
す
る
自
家
用
自
動
車
を
含
む
。
）
で
、
当
該
身
体
障
害

者
等
の
た
め
に
こ
れ
ら
の
者
を
常
時
介
護
す
る
者
が
運
転
す
る
も
の
の
う
ち

者
等
の
た
め
に
こ
れ
ら
の
者
を
常
時
介
護
す
る
者
が
運
転
す
る
も
の
の
う
ち

規
則
で
定
め
る
も
の
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
税
を
減
免
す
る
。

規
則
で
定
め
る
も
の
に
対
し
て
課
す
る
種
別
割

を
減
免
す
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
総

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
種
別
割

の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
総

合
県
税
事
務
所
長
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

合
県
税
事
務
所
長
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
た
自
動
車

４

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
種
別
割

の
減
免
を
受
け
た
自
動
車

に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
当

に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
当

該
自
動
車
税
の
納
税
義
務
者
は
、
遅
滞
な
く
、
総
合
県
税
事
務
所
長
に
そ
の

該
種
別
割

の
納
税
義
務
者
は
、
遅
滞
な
く
、
総
合
県
税
事
務
所
長
に
そ
の

旨
を
申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

旨
を
申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
自

５

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
種

動
車
税
の
減
免
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

別
割

の
減
免
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

（
災
害
に
よ
る
自
動
車
税
の
減
免
）

（
災
害
に
よ
る
種
別
割

の
減
免
）

第
百
三
十
五
条

総
合
県
税
事
務
所
長
は
、
震
災
、
風
水
害
、
落
雷
、
火
災
そ

第
百
三
十
五
条

総
合
県
税
事
務
所
長
は
、
震
災
、
風
水
害
、
落
雷
、
火
災
そ

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
災
害
に
よ
り
自
動
車
に
つ
き
損
害
を
受
け
た
場
合
で

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
災
害
に
よ
り
自
動
車
に
つ
き
損
害
を
受
け
た
場
合
で

、
当
該
損
害
に
係
る
修
繕
に
要
し
た
費
用
の
額
（
保
険
金
、
損
害
賠
償
金
そ

、
当
該
損
害
に
係
る
修
繕
に
要
し
た
費
用
の
額
（
保
険
金
、
損
害
賠
償
金
そ

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
に
よ
り
補
塡
さ
れ
る
べ
き
金
額
を
除
く
。
）
が

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
に
よ
り
補
塡
さ
れ
る
べ
き
金
額
を
除
く
。
）
が
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当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
税
の
年
額
に
相
当
す
る
金
額
を
超
え
る
と
き
は

当
該
自
動
車
に
係
る
種
別
割

の
年
額
に
相
当
す
る
金
額
を
超
え
る
と
き
は

、
当
該
自
動
車
に
係
る
当
該
年
度
分
の
自
動
車
税
を
減
免
す
る
。

、
当
該
自
動
車
に
係
る
当
該
年
度
分
の
種
別
割

を
減
免
す
る
。

２
・
３

略

２
・
３

略

（
生
活
路
線
を
運
行
す
る
一
般
乗
合
用
バ
ス
に
対
す
る
自
動
車
税
の
減
免
）

（
生
活
路
線
を
運
行
す
る
一
般
乗
合
用
バ
ス
に
対
す
る
種
別
割

の
減
免
）

第
百
三
十
六
条

総
合
県
税
事
務
所
長
は
、
地
域
住
民
の
生
活
上
必
要
な
も
の

第
百
三
十
六
条

総
合
県
税
事
務
所
長
は
、
地
域
住
民
の
生
活
上
必
要
な
も
の

と
し
て
規
則
で
定
め
る
バ
ス
路
線
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
生

と
し
て
規
則
で
定
め
る
バ
ス
路
線
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
生

活
路
線
」
と
い
う
。
）
を
運
行
す
る
一
般
乗
合
用
バ
ス
の
う
ち
規
則
で
定
め

活
路
線
」
と
い
う
。
）
を
運
行
す
る
一
般
乗
合
用
バ
ス
の
う
ち
規
則
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
指
定
し
た
も
の
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
税
を
減
免
す
る

る
と
こ
ろ
に
よ
り
指
定
し
た
も
の
に
対
し
て
課
す
る
種
別
割

を
減
免
す
る

。

。

２

略

２

略

３

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
生
活
路
線
を
運
行
す
る
一
般
乗
合
用
バ

３

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
生
活
路
線
を
運
行
す
る
一
般
乗
合
用
バ

ス
に
対
す
る
自
動
車
税
の
減
免
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

ス
に
対
す
る
種
別
割

の
減
免
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

（
代
替
路
線
を
運
行
す
る
一
般
乗
合
用
バ
ス
又
は
一
般
貸
切
用
バ
ス
に
対
す

（
代
替
路
線
を
運
行
す
る
一
般
乗
合
用
バ
ス
又
は
一
般
貸
切
用
バ
ス
に
対
す

る
自
動
車
税
の
減
免
）

る
種
別
割

の
減
免
）

第
百
三
十
六
条
の
二

総
合
県
税
事
務
所
長
は
、
廃
止
さ
れ
た
生
活
路
線
に
代

第
百
三
十
六
条
の
二

総
合
県
税
事
務
所
長
は
、
廃
止
さ
れ
た
生
活
路
線
に
代

わ
る
路
線
の
う
ち
規
則
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
代
替
路

わ
る
路
線
の
う
ち
規
則
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
代
替
路

線
」
と
い
う
。
）
を
運
行
す
る
一
般
乗
合
用
バ
ス
又
は
一
般
貸
切
用
バ
ス
の

線
」
と
い
う
。
）
を
運
行
す
る
一
般
乗
合
用
バ
ス
又
は
一
般
貸
切
用
バ
ス
の

う
ち
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
指
定
し
た
も
の
に
対
し
て
課
す
る
自
動

う
ち
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
指
定
し
た
も
の
に
対
し
て
課
す
る
種
別

車
税
を
減
免
す
る
。

割

を
減
免
す
る
。

２

略

２

略

３

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
代
替
路
線
を
運
行
す
る
一
般
乗
合
用
バ

３

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
代
替
路
線
を
運
行
す
る
一
般
乗
合
用
バ

ス
又
は
一
般
貸
切
用
バ
ス
に
対
す
る
自
動
車
税
の
減
免
に
関
し
必
要
な
事
項

ス
又
は
一
般
貸
切
用
バ
ス
に
対
す
る
種
別
割

の
減
免
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
規
則
で
定
め
る
。

は
、
規
則
で
定
め
る
。

（
身
体
障
害
者
等
の
利
用
に
供
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
減
免
）

（
身
体
障
害
者
等
の
利
用
に
供
す
る
自
動
車
に
対
す
る
種
別
割

の
減
免
）

第
百
三
十
六
条
の
三

総
合
県
税
事
務
所
長
は
、
構
造
上
身
体
障
害
者
等
の
利

第
百
三
十
六
条
の
三

総
合
県
税
事
務
所
長
は
、
第
百
二
十
四
条
の
十
三
第
一

用
に
専
ら
供
す
る
た
め
の
も
の
と
認
め
ら
れ
る
自
動
車
（
第
百
三
十
四
条
第

項
第
七
号
に
規
定
す
る

自
動
車
（
第
百
三
十
四
条
第

一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
に
対
し
て
課

一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
に
対
し
て
課

す
る
自
動
車
税
を
減
免
す
る
。

す
る
種
別
割

を
減
免
す
る
。

２

略

２

略

３

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
税
の
減

３

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
種
別
割

の
減

免
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

免
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

（
自
動
車
税
に
係
る
証
明
書
の
交
付
）

（
種
別
割

に
係
る
証
明
書
の
交
付
）

第
百
三
十
七
条

総
合
県
税
事
務
所
長
は
、
道
路
運
送
車
両
法
第
六
十
二
条
第

第
百
三
十
七
条

総
合
県
税
事
務
所
長
は
、
道
路
運
送
車
両
法
第
六
十
二
条
第

二
項
（
同
法
第
六
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

二
項
（
同
法
第
六
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
り
自
動
車
検
査
証
の
返
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
同
法
第
九
十

規
定
に
よ
り
自
動
車
検
査
証
の
返
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
同
法
第
九
十

七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
の
交
付
を
申
請
す
る
場
合
に
お
い
て
、

七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
の
交
付
を
申
請
す
る
場
合
に
お
い
て
、

当
該
申
請
者
が
そ
の
自
動
車
検
査
証
の
返
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
自
動
車
に

当
該
申
請
者
が
そ
の
自
動
車
検
査
証
の
返
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
自
動
車
に

つ
い
て
当
該
自
動
車
の
所
有
者
が
現
に
自
動
車
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
と
き

つ
い
て
当
該
自
動
車
の
所
有
者
が
現
に
種
別
割

を
滞
納
し
て
い
な
い
と
き

、
又
は
そ
の
滞
納
し
て
い
る
こ
と
が
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ

、
又
は
そ
の
滞
納
し
て
い
る
こ
と
が
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ

る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
証
す
る
証
明
書
を
当
該
申
請
者
に
交
付

る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
証
す
る
証
明
書
を
当
該
申
請
者
に
交
付

す
る
も
の
と
す
る
。

す
る
も
の
と
す
る
。

附

則

附

則

（
個
人
の
県
民
税
の
所
得
割
の
算
定
の
特
例
）

（
個
人
の
県
民
税
の
所
得
割
の
算
定
の
特
例
）

第
二
条

当
分
の
間
、
三
十
五
万
円
に
所
得
割
の
納
税
義
務
者
の
同
一
生
計
配

第
二
条

当
分
の
間
、
三
十
五
万
円
に
所
得
割
の
納
税
義
務
者
の
同
一
生
計
配

偶
者
及
び
扶
養
親
族
（
年
齢
十
六
歳
未
満
の
者
及
び
法
第
三
十
四
条
第
一
項

偶
者
及
び
扶
養
親
族
（
年
齢
十
六
歳
未
満
の
者
及
び
法
第
三
十
四
条
第
一
項

第
十
一
号
に
規
定
す
る
控
除
対
象
扶
養
親
族
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

第
十
一
号
に
規
定
す
る
控
除
対
象
扶
養
親
族
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
数
に
一
を
加
え
た
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
に
十
万
円
を
加
算

て
同
じ
。
）
の
数
に
一
を
加
え
た
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
に
十
万
円
を
加
算

し
た
金
額
（
そ
の
者
が
同
一
生
計
配
偶
者
又
は
扶
養
親
族
を
有
す
る
場
合
に

し
た
金
額
（
そ
の
者
が
同
一
生
計
配
偶
者
又
は
扶
養
親
族
を
有
す
る
場
合
に

は
、
当
該
金
額
に
三
十
二
万
円
を
加
算
し
た
金
額
）
が
、
第
一
号
に
掲
げ
る

は
、
当
該
金
額
に
三
十
二
万
円
を
加
算
し
た
金
額
）
が
、
第
一
号
に
掲
げ
る

額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
と
第
三
号
に
掲
げ
る
額
と
の
合
計
額
を
控
除
し

額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
と
第
三
号
に
掲
げ
る
額
と
の
合
計
額
を
控
除
し

た
金
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
当
該
超
え
る
金
額
に
第
二
号
に
掲

た
金
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
当
該
超
え
る
金
額
に
第
二
号
に
掲

げ
る
額
を
同
号
に
掲
げ
る
額
と
第
三
号
に
掲
げ
る
額
と
の
合
計
額
で
除
し
て

げ
る
額
を
同
号
に
掲
げ
る
額
と
第
三
号
に
掲
げ
る
額
と
の
合
計
額
で
除
し
て

得
た
数
値
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
、
当
該
納
税
義
務
者
の
第
三
十
五
条
及
び

得
た
数
値
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
、
当
該
納
税
義
務
者
の
第
三
十
五
条
及
び

第
三
十
六
条
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
。

第
三
十
六
条
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
。

一

略

一

略

- 16 -



二

当
該
納
税
義
務
者
の
第
三
十
五
条
か
ら
第
三
十
六
条
の
三
ま
で
、
附
則

二

当
該
納
税
義
務
者
の
第
三
十
五
条
か
ら
第
三
十
六
条
の
三
ま
で
、
附
則

第
四
条
第
一
項
、
附
則
第
四
条
の
二
第
一
項

第
四
条
第
一
項
、
附
則
第
四
条
の
二
第
一
項
、
附
則
第
四
条
の
二
の
二
第

及
び
附
則
第
四
条
の
三
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
し
た
場
合
の
所
得

一
項
及
び
附
則
第
四
条
の
三
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
し
た
場
合
の
所
得

割
の
額

割
の
額

三

当
該
納
税
義
務
者
の
法
第
三
百
十
四
条
の
三
、
法
第
三
百
十
四
条
の
六

三

当
該
納
税
義
務
者
の
法
第
三
百
十
四
条
の
三
、
法
第
三
百
十
四
条
の
六

か
ら
第
三
百
十
四
条
の
八
ま
で
、
法
附
則
第
五
条
第
三
項
、
法
附
則
第
五

か
ら
第
三
百
十
四
条
の
八
ま
で
、
法
附
則
第
五
条
第
三
項
、
法
附
則
第
五

条
の
四
第
五
項

及
び
法
附
則
第
五
条

条
の
四
第
六
項
、
法
附
則
第
五
条
の
四
の
二
第
五
項
及
び
法
附
則
第
五
条

の
五
第
二
項
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額

の
五
第
二
項
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額

２

略

２

略
（
個
人
の
県
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
）

第
四
条
の
二

平
成
二
十
年
度
か
ら
平
成
二
十
八
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個

人
の
県
民
税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き

租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
又
は
第
四
十
一
条
の
二
の
二
の
規
定
の
適
用

を
受
け
た
場
合
（
同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
住
年
（
次
条
及

び
附
則
第
二
十
八
条
に
お
い
て
「
居
住
年
」
と
い
う
。
）
が
平
成
十
一
年
か

ら
平
成
十
八
年
ま
で
の
各
年
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
法
附
則

第
五
条
の
四
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
と
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額

と
の
い
ず
れ
か
少
な
い
金
額
か
ら
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
た

金
額
（
当
該
金
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
の
五
分
の
二

に
相
当
す
る
金
額
（
第
三
項
に
お
い
て
「
県
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税

額
控
除
額
」
と
い
う
。
）
を
、
当
該
納
税
義
務
者
の
第
三
十
五
条
及
び
第
三

十
六
条
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
。

２

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
三
十
六
条
の
三
及
び
第
三

十
六
条
の
四
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
六
条
の
三
中
「
前
三
条

」
と
あ
る
の
は
「
前
三
条
及
び
附
則
第
四
条
の
二
第
一
項
」
と
、
第
三
十
六

条
の
四
中
「
第
三
十
五
条
か
ら
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
五
条
か

ら
前
条
ま
で
及
び
附
則
第
四
条
の
二
第
一
項
」
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
は
、
県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
当
該
年
度
の

初
日
の
属
す
る
年
の
三
月
十
五
日
ま
で
に
、
法
施
行
規
則
附
則
第
二
条
の
三

第
一
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う

と
す
る
旨
及
び
県
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
額
の
控
除
に
関
す

る
事
項
を
記
載
し
た
県
民
税
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
申
告
書
（
そ
の

提
出
期
限
後
に
お
い
て
県
民
税
の
納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ
る
時
ま
で
に
提

出
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
）
を
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
一
月
一

日
現
在
に
お
け
る
住
所
所
在
地
の
市
町
村
長
に
提
出
し
た
場
合
に
限
り
、
適

用
す
る
。

（
個
人
の
県
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
）

第
四
条
の
二

平
成
二
十
二
年
度
か
ら
令
和
二
十
年
度
ま
で
の
各
年
度
分

第
四
条
の
二
の
二

平
成
二
十
二
年
度
か
ら
令
和
二
十
年
度
ま
で
の
各
年
度
分

の
個
人
の
県
民
税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に

の
個
人
の
県
民
税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に

つ
き
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
又
は
第
四
十
一
条
の
二
の
二
の
規
定
の

つ
き
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
又
は
第
四
十
一
条
の
二
の
二
の
規
定
の

適
用
を
受
け
た
場
合
（
同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
住
年
（
以

適
用
を
受
け
た
場
合
（
居
住
年
が
平
成
十
一
年
か
ら
平
成
十
八
年
ま
で
又
は

下
こ
の
条
及
び
附
則
第
二
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
「
居
住
年
」
と
い
う
。

）
が
平
成
二
十
一
年
か
ら
令
和
七
年
ま
で
の
各
年
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

平
成
二
十
一
年
か
ら
令
和
七
年
ま
で
の
各
年
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

に
は

、
法
附
則
第

に
お
い
て
、
前
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
と
き
は
、
法
附
則
第

五
条
の
四
第
一
項
第
一
号

に
掲
げ
る
金
額
か
ら
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る

五
条
の
四
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
か
ら
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る

金
額
を
控
除
し
た
金
額
（
当
該
金
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る

金
額
を
控
除
し
た
金
額
（
当
該
金
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る

。
）
の
五
分
の
二
に
相
当
す
る
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
控
除
額
」

。
）
の
五
分
の
二
に
相
当
す
る
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
控
除
額
」

と
い
う
。
）
を
、
当
該
納
税
義
務
者
の
第
三
十
五
条
及
び
第
三
十
六
条
の
規

と
い
う
。
）
を
、
当
該
納
税
義
務
者
の
第
三
十
五
条
及
び
第
三
十
六
条
の
規

定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
当
該
控
除
額
が
当
該
納
税
義
務
者
の
前
年
分
の
所
得
税
に
係
る
所
得
税
法

、
当
該
控
除
額
が
当
該
納
税
義
務
者
の
前
年
分
の
所
得
税
に
係
る
所
得
税
法

第
八
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
課
税
総
所
得
金
額
、
課
税
退
職
所
得
金
額

第
八
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
課
税
総
所
得
金
額
、
課
税
退
職
所
得
金
額

及
び
課
税
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
（
居
住
年
が
平
成
二
十
八
年
か
ら
令
和

及
び
課
税
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額

七
年
ま
で
の
各
年
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
納
税
義
務
者
の
前
年
分
の
所
得

税
に
係
る
同
法
第
八
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
礎
控
除
の
額
（
租
税
特

別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
十
六
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に

は
、
そ
の
適
用
後
の
額
）
か
ら
四
十
八
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
（
当
該
控

除
し
て
得
た
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
を
加
算
し
た
額

）
の
百
分
の
二
に
相
当
す
る
金
額
（
当
該
金
額
が
三
万
九
千
円
を
超
え
る
場

の
百
分
の
二
に
相
当
す
る
金
額
（
当
該
金
額
が
三
万
九
千
円
を
超
え
る
場
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合
に
は
、
三
万
九
千
円
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
控
除
限
度
額
」
と
い
う

合
に
は
、
三
万
九
千
円
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
控
除
限
度
額
」
と
い
う

。
）
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
控
除
額
は
、
当
該
控
除
限
度
額
に
相
当
す
る

。
）
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
控
除
額
は
、
当
該
控
除
限
度
額
に
相
当
す
る

金
額
と
す
る
。

金
額
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
三
十
六
条
の
三
及
び
第
三

２

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
三
十
六
条
の
三
及
び
第
三

十
六
条
の
四
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
六
条
の
三
中
「
前
三
条

十
六
条
の
四
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
六
条
の
三
中
「
前
三
条

」
と
あ
る
の
は
「
前
三
条
及
び
附
則
第
四
条
の
二
第
一
項

」
と
、
第
三

」
と
あ
る
の
は
「
前
三
条
及
び
附
則
第
四
条
の
二
の
二
第
一
項
」
と
、
第
三

十
六
条
の
四
中
「
第
三
十
五
条
か
ら
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
五

十
六
条
の
四
中
「
第
三
十
五
条
か
ら
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
五

条
か
ら
前
条
ま
で
及
び
附
則
第
四
条
の
二
第
一
項

」
と
す
る
。

条
か
ら
前
条
ま
で
及
び
附
則
第
四
条
の
二
の
二
第
一
項
」
と
す
る
。

３

略

３

略

（
肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る
事
業
所
得
に
係
る
県
民
税
の
課
税
の
特
例
）

（
肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る
事
業
所
得
に
係
る
県
民
税
の
課
税
の
特
例
）

第
五
条

昭
和
五
十
七
年
度
か
ら
令
和
十
二
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の

第
五
条

昭
和
五
十
七
年
度
か
ら
令
和
九
年
度

ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の

県
民
税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
租
税
特
別
措
置
法
第

県
民
税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
租
税
特
別
措
置
法
第

二
十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
売
却
の
方
法
に
よ
り
当
該
各
号
に
定
め
る

二
十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
売
却
の
方
法
に
よ
り
当
該
各
号
に
定
め
る

肉
用
牛
を
売
却
し
、
か
つ
、
そ
の
売
却
し
た
肉
用
牛
が
全
て
同
項
に
規
定
す

肉
用
牛
を
売
却
し
、
か
つ
、
そ
の
売
却
し
た
肉
用
牛
が
全
て
同
項
に
規
定
す

る
免
税
対
象
飼
育
牛
（
次
項
に
お
い
て
「
免
税
対
象
飼
育
牛
」
と
い
う
。
）

る
免
税
対
象
飼
育
牛
（
次
項
に
お
い
て
「
免
税
対
象
飼
育
牛
」
と
い
う
。
）

で
あ
る
場
合
（
そ
の
売
却
し
た
肉
用
牛
の
頭
数
の
合
計
が
千
五
百
頭
以
内
で

で
あ
る
場
合
（
そ
の
売
却
し
た
肉
用
牛
の
頭
数
の
合
計
が
千
五
百
頭
以
内
で

あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
第
三
十
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
申
告

あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
第
三
十
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
申
告

書
（
そ
の
提
出
期
限
後
に
お
い
て
県
民
税
の
納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ
る
時

書
（
そ
の
提
出
期
限
後
に
お
い
て
県
民
税
の
納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ
る
時

ま
で
に
提
出
さ
れ
た
も
の
及
び
そ
の
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
法
第
四
十
五
条

ま
で
に
提
出
さ
れ
た
も
の
及
び
そ
の
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
法
第
四
十
五
条

の
三
第
一
項
の
確
定
申
告
書
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
そ
の
肉

の
三
第
一
項
の
確
定
申
告
書
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
そ
の
肉

用
牛
の
売
却
に
係
る
租
税
特
別
措
置
法
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事

用
牛
の
売
却
に
係
る
租
税
特
別
措
置
法
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事

業
所
得
の
明
細
に
関
す
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
と
き
（
こ
れ
ら
の
申
告
書
に

業
所
得
の
明
細
に
関
す
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
と
き
（
こ
れ
ら
の
申
告
書
に

そ
の
記
載
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
市
町
村
長

そ
の
記
載
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
市
町
村
長

が
認
め
る
と
き
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
当
該
事
業
所
得
に

が
認
め
る
と
き
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
当
該
事
業
所
得
に

係
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
と
し
て
令
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

係
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
と
し
て
令
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

計
算
し
た
額
を
免
除
す
る
。

計
算
し
た
額
を
免
除
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
各
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税

２

前
項
に
規
定
す
る
各
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税

義
務
者
が
前
年
中
に
租
税
特
別
措
置
法
第
二
十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

義
務
者
が
前
年
中
に
租
税
特
別
措
置
法
第
二
十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

売
却
の
方
法
に
よ
り
当
該
各
号
に
定
め
る
肉
用
牛
を
売
却
し
、
か
つ
、
そ
の

売
却
の
方
法
に
よ
り
当
該
各
号
に
定
め
る
肉
用
牛
を
売
却
し
、
か
つ
、
そ
の

売
却
し
た
肉
用
牛
の
う
ち
に
免
税
対
象
飼
育
牛
に
該
当
し
な
い
も
の
又
は
免

売
却
し
た
肉
用
牛
の
う
ち
に
免
税
対
象
飼
育
牛
に
該
当
し
な
い
も
の
又
は
免

税
対
象
飼
育
牛
に
該
当
す
る
肉
用
牛
の
頭
数
の
合
計
が
千
五
百
頭
を
超
え
る

税
対
象
飼
育
牛
に
該
当
す
る
肉
用
牛
の
頭
数
の
合
計
が
千
五
百
頭
を
超
え
る

場
合
の
当
該
超
え
る
部
分
の
免
税
対
象
飼
育
牛
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
（
そ

場
合
の
当
該
超
え
る
部
分
の
免
税
対
象
飼
育
牛
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
（
そ

の
売
却
し
た
肉
用
牛
が
全
て
免
税
対
象
飼
育
牛
に
該
当
し
な
い
も
の
で
あ
る

の
売
却
し
た
肉
用
牛
が
全
て
免
税
対
象
飼
育
牛
に
該
当
し
な
い
も
の
で
あ
る

場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
、
第
三
十
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に

場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
、
第
三
十
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に

そ
の
肉
用
牛
の
売
却
に
係
る
同
法
第
二
十
五
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る

そ
の
肉
用
牛
の
売
却
に
係
る
同
法
第
二
十
五
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る

事
業
所
得
の
明
細
に
関
す
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
前
年

事
業
所
得
の
明
細
に
関
す
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
前
年

の
総
所
得
金
額
に
係
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
は
、
第
三
十
三
条
か
ら
第
三

の
総
所
得
金
額
に
係
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
は
、
第
三
十
三
条
か
ら
第
三

十
六
条
の
三
ま
で
、
附
則
第
四
条
第
一
項
、
附
則
第
四
条
の
二
第
一
項

十
六
条
の
三
ま
で
、
附
則
第
四
条
第
一
項
、
附
則
第
四
条
の
二
第
一
項
、
附

及
び
附
則
第
四
条
の
三
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

則
第
四
条
の
二
の
二
第
一
項
及
び
附
則
第
四
条
の
三
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

、
次
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一

略

一

略

二

租
税
特
別
措
置
法
第
二
十
五
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
事
業
所
得

二

租
税
特
別
措
置
法
第
二
十
五
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
事
業
所
得

の
金
額
が
な
い
も
の
と
み
な
し
て
計
算
し
た
場
合
に
お
け
る
前
年
の
総
所

の
金
額
が
な
い
も
の
と
み
な
し
て
計
算
し
た
場
合
に
お
け
る
前
年
の
総
所

得
金
額
に
つ
き
、
第
三
十
三
条
か
ら
第
三
十
六
条
の
三
ま
で
、
附
則
第
四

得
金
額
に
つ
き
、
第
三
十
三
条
か
ら
第
三
十
六
条
の
三
ま
で
、
附
則
第
四

条
第
一
項
、
附
則
第
四
条
の
二
第
一
項

条
第
一
項
、
附
則
第
四
条
の
二
第
一
項
、
附
則
第
四
条
の
二
の
二
第
一
項

及
び
附
則
第
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
所
得
割
の
額
に
相
当
す

及
び
附
則
第
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
所
得
割
の
額
に
相
当
す

る
金
額

る
金
額

３

略

３

略

（
個
人
の
県
民
税
の
寄
附
金
税
額
控
除
の
特
例
）

（
個
人
の
県
民
税
の
寄
附
金
税
額
控
除
の
特
例
）

第
六
条

略

第
六
条

略

２

前
項
の
申
告
特
例
控
除
額
は
、
第
三
十
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特

２

前
項
の
申
告
特
例
控
除
額
は
、
第
三
十
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特

例
控
除
額
に
、
法
附
則
第
七
条
の
二
第
二
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
第
三
十

例
控
除
額
に
、
法
附
則
第
七
条
の
二
第
二
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
第
三
十

五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
課
税
総
所
得
金
額
か
ら
第
三
十
六
条
第
一
号
㈠
に

五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
課
税
総
所
得
金
額
か
ら
第
三
十
六
条
第
一
号
㈠
に

掲
げ
る
金
額
と
前
年
分
の
所
得
税
に
係
る
所
得
税
法
第
八
十
六
条
第
二
項
に

掲
げ
る
金
額
を

規
定
す
る
基
礎
控
除
の
額
（
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
十
六
の
二
第

一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
額
）
か
ら
四
十
八

万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
（
当
該
控
除
し
て
得
た
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に

は
、
零
と
す
る
。
）
と
の
合
計
額
を
控
除
し
た
金
額
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

控
除
し
た
金
額
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
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ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
割
合
（
法
附
則
第
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
の

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
割
合
（
法
附
則
第
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
の

適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
割

適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
割

合
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
す
る
。

合
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
す
る
。

（
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
に
係
る
県
民
税
の
課
税
の
特
例
）

（
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
に
係
る
県
民
税
の
課
税
の
特
例
）

第
七
条

略

第
七
条

略

２

略

２

略

３

第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

３

第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

。

。

一

略

一

略

二

第
三
十
六
条
か
ら
第
三
十
六
条
の
四
ま
で
、
附
則
第
四
条
第
一
項
、
附

二

第
三
十
六
条
か
ら
第
三
十
六
条
の
四
ま
で
、
附
則
第
四
条
第
一
項
、
附

則
第
四
条
の
二
第
一
項

及
び
附
則
第
四

則
第
四
条
の
二
第
一
項
、
附
則
第
四
条
の
二
の
二
第
一
項
及
び
附
則
第
四

条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
六
条
の
二

条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
六
条
の
二

第
一
項
前
段
、
第
三
十
六
条
の
三
及
び
第
三
十
六
条
の
四
中
「
所
得
割
の

第
一
項
前
段
、
第
三
十
六
条
の
三
及
び
第
三
十
六
条
の
四
中
「
所
得
割
の

額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
山
林
所

る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
山
林
所

得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第
七
条
第
一
項
に

得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第
七
条
第
一
項
に

規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
の
金
額
」
と
、
同
項
後
段
及

規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
の
金
額
」
と
、
同
項
後
段
及

び
第
二
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第

び
第
二
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
、
附

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
、
附

則
第
四
条
第
一
項
中
「
法
附
則
第
五
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
附
則

則
第
四
条
第
一
項
中
「
法
附
則
第
五
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
附
則

第
三
十
三
条
の
二
第
三
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

第
三
十
三
条
の
二
第
三
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
法
附
則
第
五
条
第
一
項
」
と
、
「
同
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
号
の

る
法
附
則
第
五
条
第
一
項
」
と
、
「
同
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
号
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
項
各
号
」
と
、
同
項
及
び
附
則

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
項
各
号
」
と
、
同
項
、
附
則
第

第
四
条
の
二
第
一
項

中
「
所
得
割
の
額

四
条
の
二
第
一
項
及
び
附
則
第
四
条
の
二
の
二
第
一
項
中
「
所
得
割
の
額

」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
附
則
第
四
条
の
三
中
「
所
得
割
の
額
」

る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
附
則
第
四
条
の
三
中
「
所
得
割
の
額
」

と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

県
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

県
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

三

略

三

略

（
土
地
の
譲
渡
等
に
係
る
事
業
所
得
等
に
係
る
県
民
税
の
課
税
の
特
例
）

（
土
地
の
譲
渡
等
に
係
る
事
業
所
得
等
に
係
る
県
民
税
の
課
税
の
特
例
）

第
八
条

略

第
八
条

略

２

略

２

略

３

第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

３

第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

。

。

一
・
二

略

一
・
二

略

三

第
三
十
六
条
か
ら
第
三
十
六
条
の
四
ま
で
、
附
則
第
四
条
第
一
項
、
附

三

第
三
十
六
条
か
ら
第
三
十
六
条
の
四
ま
で
、
附
則
第
四
条
第
一
項
、
附

則
第
四
条
の
二
第
一
項

及
び
附
則
第
四

則
第
四
条
の
二
第
一
項
、
附
則
第
四
条
の
二
の
二
第
一
項
及
び
附
則
第
四

条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
六
条
の
二

条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
六
条
の
二

第
一
項
前
段
、
第
三
十
六
条
の
三
及
び
第
三
十
六
条
の
四
中
「
所
得
割
の

第
一
項
前
段
、
第
三
十
六
条
の
三
及
び
第
三
十
六
条
の
四
中
「
所
得
割
の

額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
山
林
所

る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
山
林
所

得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第
八
条
第
一
項
に

得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第
八
条
第
一
項
に

規
定
す
る
土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
」
と
、
同
項
後
段
及
び
第

規
定
す
る
土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
」
と
、
同
項
後
段
及
び
第

二
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
八
条

二
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
、
附
則
第

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
、
附
則
第

四
条
第
一
項
及
び
附
則
第
四
条
の
二
第
一
項

四
条
第
一
項
、
附
則
第
四
条
の
二
第
一
項
及
び
附
則
第
四
条
の
二
の
二
第

中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
八

一
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
附
則
第
四
条
の

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
附
則
第
四
条
の

三
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
八
条

三
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

四
・
五

略

四
・
五

略

（
長
期
譲
渡
所
得
に
係
る
県
民
税
の
課
税
の
特
例
）

（
長
期
譲
渡
所
得
に
係
る
県
民
税
の
課
税
の
特
例
）

第
九
条

略

第
九
条

略

２

略

２

略

３

第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

３

第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

。

。

一
・
二

略

一
・
二

略
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三

第
三
十
六
条
か
ら
第
三
十
六
条
の
四
ま
で
、
附
則
第
四
条
第
一
項
、
附

三

第
三
十
六
条
か
ら
第
三
十
六
条
の
四
ま
で
、
附
則
第
四
条
第
一
項
、
附

則
第
四
条
の
二
第
一
項

及
び
附
則
第
四

則
第
四
条
の
二
第
一
項
、
附
則
第
四
条
の
二
の
二
第
一
項
及
び
附
則
第
四

条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
六
条
の
二

条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
六
条
の
二

第
一
項
前
段
、
第
三
十
六
条
の
三
及
び
第
三
十
六
条
の
四
中
「
所
得
割
の

第
一
項
前
段
、
第
三
十
六
条
の
三
及
び
第
三
十
六
条
の
四
中
「
所
得
割
の

額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
山
林
所

る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
山
林
所

得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第
九
条
第
一
項
に

得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第
九
条
第
一
項
に

規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
、
同
項
後
段
及
び
第
二
項
中
「
所

規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
、
同
項
後
段
及
び
第
二
項
中
「
所

得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規

得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
、
附
則
第
四
条
第
一
項

定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
、
附
則
第
四
条
第
一
項

及
び
附
則
第
四
条
の
二
第
一
項

中
「
所

、
附
則
第
四
条
の
二
第
一
項
及
び
附
則
第
四
条
の
二
の
二
第
一
項
中
「
所

得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
九
条
第
一
項
の

得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
九
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
附
則
第
四
条
の
三
中
「
所
得

規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
附
則
第
四
条
の
三
中
「
所
得

割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規

割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

四
・
五

略

四
・
五

略

（
優
良
住
宅
地
の
造
成
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
長
期
譲
渡

（
優
良
住
宅
地
の
造
成
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
長
期
譲
渡

所
得
に
係
る
県
民
税
の
課
税
の
特
例
）

所
得
に
係
る
県
民
税
の
課
税
の
特
例
）

第
十
条

昭
和
六
十
三
年
度
か
ら
令
和
十
一
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の

第
十
条

昭
和
六
十
三
年
度
か
ら
令
和
八
年
度

ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の

県
民
税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
前
条
第
一
項
に
規
定

県
民
税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
前
条
第
一
項
に
規
定

す
る
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
土
地
等
（
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
一
条
第

す
る
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
土
地
等
（
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
一
条
第

一
項
に
規
定
す
る
土
地
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
二
十
七
条
の

一
項
に
規
定
す
る
土
地
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
二
十
七
条
の

三
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
譲
渡
（
同
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定

三
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
譲
渡
（
同
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定

す
る
譲
渡
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
二
十
七
条
の
三
第
二
項
に
お

す
る
譲
渡
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
二
十
七
条
の
三
第
二
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
優
良
住
宅
地
等
の
た

い
て
同
じ
。
）
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
優
良
住
宅
地
等
の
た

め
の
譲
渡
（
法
附
則
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
優
良
住
宅
地
等

め
の
譲
渡
（
法
附
則
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
優
良
住
宅
地
等

の
た
め
の
譲
渡
を
い
う
。
）
に
該
当
す
る
と
き
に
お
け
る
前
条
第
一
項
に
規

の
た
め
の
譲
渡
を
い
う
。
）
に
該
当
す
る
と
き
に
お
け
る
前
条
第
一
項
に
規

定
す
る
譲
渡
所
得
（
次
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
譲
渡
所
得
を
除

定
す
る
譲
渡
所
得
（
次
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
譲
渡
所
得
を
除

く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
に
対
し
て

く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
に
対
し
て

課
す
る
所
得
割
の
額
は
、
前
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の

課
す
る
所
得
割
の
額
は
、
前
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
に
相
当
す

各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
に
相
当
す

る
額
と
す
る
。

る
額
と
す
る
。

一
・
二

略

一
・
二

略

２

前
項
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
三
年
度
か
ら
令
和
十
一
年
度
ま
で
の
各
年
度

２

前
項
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
三
年
度
か
ら
令
和
八
年
度

ま
で
の
各
年
度

分
の
個
人
の
県
民
税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
前
条
第

分
の
個
人
の
県
民
税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
前
条
第

一
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
土
地
等
の
譲
渡
を
し
た
場
合
に

一
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
土
地
等
の
譲
渡
を
し
た
場
合
に

お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
（
法
附

お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
（
法
附

則
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た

則
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た

め
の
譲
渡
を
い
う
。
）
に
該
当
す
る
と
き
に
お
け
る
前
条
第
一
項
に
規
定
す

め
の
譲
渡
を
い
う
。
）
に
該
当
す
る
と
き
に
お
け
る
前
条
第
一
項
に
規
定
す

る
譲
渡
所
得
に
係
る
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
に
対
し
て
課
す
る
所
得
割
に

る
譲
渡
所
得
に
係
る
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
に
対
し
て
課
す
る
所
得
割
に

つ
い
て
準
用
す
る
。

つ
い
て
準
用
す
る
。

３
～
５

略

３
～
５

略

（
短
期
譲
渡
所
得
に
係
る
県
民
税
の
課
税
の
特
例
）

（
短
期
譲
渡
所
得
に
係
る
県
民
税
の
課
税
の
特
例
）

第
十
二
条

略

第
十
二
条

略

２
・
３

略

２
・
３

略

４

第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

４

第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

。

。

一
・
二

略

一
・
二

略

三

第
三
十
六
条
か
ら
第
三
十
六
条
の
四
ま
で
、
附
則
第
四
条
第
一
項
、
附

三

第
三
十
六
条
か
ら
第
三
十
六
条
の
四
ま
で
、
附
則
第
四
条
第
一
項
、
附

則
第
四
条
の
二
第
一
項

及
び
附
則
第
四

則
第
四
条
の
二
第
一
項
、
附
則
第
四
条
の
二
の
二
第
一
項
及
び
附
則
第
四

条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
六
条
の
二

条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
六
条
の
二

第
一
項
前
段
、
第
三
十
六
条
の
三
及
び
第
三
十
六
条
の
四
中
「
所
得
割
の

第
一
項
前
段
、
第
三
十
六
条
の
三
及
び
第
三
十
六
条
の
四
中
「
所
得
割
の

額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に

額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
山
林

よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
山
林

所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第
十
二
条
第
一

所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第
十
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
、
同
項
後
段
及
び
第
二
項
中

項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
、
同
項
後
段
及
び
第
二
項
中

「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
二
条
第
一

「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
、
附
則
第
四
条

項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
、
附
則
第
四
条
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第
一
項
及
び
附
則
第
四
条
の
二
第
一
項

第
一
項
、
附
則
第
四
条
の
二
第
一
項
及
び
附
則
第
四
条
の
二
の
二
第
一
項

中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十
二
条

中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十
二
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
附
則
第
四
条
の
三

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
附
則
第
四
条
の
三

中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十
二
条

中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十
二
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

四
・
五

略

四
・
五

略

（
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
県
民
税
の
課
税
の
特
例
）

（
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
県
民
税
の
課
税
の
特
例
）

第
十
二
条
の
二

略

第
十
二
条
の
二

略

２

略

２

略

３

第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

３

第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

。

。

一
・
二

略

一
・
二

略

三

第
三
十
六
条
か
ら
第
三
十
六
条
の
四
ま
で
、
附
則
第
四
条
第
一
項
、
附

三

第
三
十
六
条
か
ら
第
三
十
六
条
の
四
ま
で
、
附
則
第
四
条
第
一
項
、
附

則
第
四
条
の
二
第
一
項

及
び
附
則
第
四

則
第
四
条
の
二
第
一
項
、
附
則
第
四
条
の
二
の
二
第
一
項
及
び
附
則
第
四

条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
六
条
の
二

条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
六
条
の
二

第
一
項
前
段
、
第
三
十
六
条
の
三
及
び
第
三
十
六
条
の
四
中
「
所
得
割
の

第
一
項
前
段
、
第
三
十
六
条
の
三
及
び
第
三
十
六
条
の
四
中
「
所
得
割
の

額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規

額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「

定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「

山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第
十
二
条

山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第
十
二
条

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と

、
同
項
後
段
及
び
第
二
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の

、
同
項
後
段
及
び
第
二
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の

額
及
び
附
則
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の

額
及
び
附
則
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の

額
の
合
計
額
」
と
、
附
則
第
四
条
第
一
項
及
び
附
則
第
四
条
の
二
第
一
項

額
の
合
計
額
」
と
、
附
則
第
四
条
第
一
項
、
附
則
第
四
条
の
二
第
一
項
及

中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所

び
附
則
第
四
条
の
二
の
二
第
一
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所

得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の

得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の

所
得
割
の
額
」
と
、
附
則
第
四
条
の
三
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は

所
得
割
の
額
」
と
、
附
則
第
四
条
の
三
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は

「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民

「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民

税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

四
・
五

略

四
・
五

略

（
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
に
係
る
県
民
税
の
課
税
の
特
例
）

（
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
に
係
る
県
民
税
の
課
税
の
特
例
）

第
十
二
条
の
四

略

第
十
二
条
の
四

略

２

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
・
二

略

一
・
二

略

三

第
三
十
六
条
か
ら
第
三
十
六
条
の
四
ま
で
、
附
則
第
四
条
第
一
項
、
附

三

第
三
十
六
条
か
ら
第
三
十
六
条
の
四
ま
で
、
附
則
第
四
条
第
一
項
、
附

則
第
四
条
の
二
第
一
項

及
び
附
則
第
四

則
第
四
条
の
二
第
一
項
、
附
則
第
四
条
の
二
の
二
第
一
項
及
び
附
則
第
四

条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
六
条
の
二

条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
六
条
の
二

第
一
項
前
段
、
第
三
十
六
条
の
三
及
び
第
三
十
六
条
の
四
中
「
所
得
割
の

第
一
項
前
段
、
第
三
十
六
条
の
三
及
び
第
三
十
六
条
の
四
中
「
所
得
割
の

額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規

額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「

定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「

山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第
十
二
条

山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第
十
二
条

の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
」
と
、
同

の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
」
と
、
同

項
後
段
及
び
第
二
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及

項
後
段
及
び
第
二
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及

び
附
則
第
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
の

び
附
則
第
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
の

合
計
額
」
と
、
附
則
第
四
条
第
一
項
及
び
附
則
第
四
条
の
二
第
一
項

合
計
額
」
と
、
附
則
第
四
条
第
一
項
、
附
則
第
四
条
の
二
第
一
項
及
び
附

中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割

則
第
四
条
の
二
の
二
第
一
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割

の
額
並
び
に
附
則
第
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得

の
額
並
び
に
附
則
第
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得

割
の
額
」
と
、
附
則
第
四
条
の
三
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所

割
の
額
」
と
、
附
則
第
四
条
の
三
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所

得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の

得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の

所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

四
・
五

略

四
・
五

略

（
先
物
取
引
の
差
金
等
決
済
に
係
る
損
失
の
繰
越
控
除
）

（
先
物
取
引
の
差
金
等
決
済
に
係
る
損
失
の
繰
越
控
除
）

第
十
二
条
の
五

略

第
十
二
条
の
五

略

２

前
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
の
差
金
等
決
済
に
係
る
損
失
の
金
額
と
は
、

２

前
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
の
差
金
等
決
済
に
係
る
損
失
の
金
額
と
は
、

同
項
に
規
定
す
る
県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
租
税
特
別
措
置
法

当
該

県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
租
税
特
別
措
置
法

第
四
十
一
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
の
同
項
に
規
定
す
る
差

第
四
十
一
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
の
同
項
に
規
定
す
る
差

金
等
決
済
を
し
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
損
失
の
金
額
と
し
て
令
附
則
第
十
八

金
等
決
済
を
し
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
損
失
の
金
額
と
し
て
令
附
則
第
十
八

条
の
七
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
の
う
ち
、

条
の
七
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
の
う
ち
、
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当
該
納
税
義
務
者
の
当
該
差
金
等
決
済
を
し
た
年
の
末
日
の
属
す
る
年
度
の

当
該
納
税
義
務
者
の
当
該
差
金
等
決
済
を
し
た
年
の
末
日
の
属
す
る
年
度
の

翌
年
度
の
県
民
税
に
係
る
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
雑
所

翌
年
度
の
県
民
税
に
係
る
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
雑
所

得
等
の
金
額
の
計
算
上
控
除
し
て
も
な
お
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
部
分

得
等
の
金
額
の
計
算
上
控
除
し
て
も
な
お
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
部
分

の
金
額
と
し
て
令
附
則
第
十
八
条
の
七
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に

の
金
額
と
し
て
令
附
則
第
十
八
条
の
七
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に

よ
り
計
算
し
た
金
額
を
い
う
。

よ
り
計
算
し
た
金
額
を
い
う
。

３

略

３

略

（
不
動
産
取
得
税
の
新
築
家
屋
の
取
得
の
日
等
に
係
る
特
例
）

（
不
動
産
取
得
税
の
新
築
家
屋
の
取
得
の
日
等
に
係
る
特
例
）

第
十
四
条
の
七

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
、
地
方
住
宅
供
給
公
社
又
は

第
十
四
条
の
七

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
、
地
方
住
宅
供
給
公
社
又
は

家
屋
を
新
築
し
て
譲
渡
す
る
こ
と
を
業
と
す
る
者
で
令
附
則
第
六
条
の
十
八

家
屋
を
新
築
し
て
譲
渡
す
る
こ
と
を
業
と
す
る
者
で
令
附
則
第
六
条
の
十
八

第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
が
売
り
渡
す
新
築
の
住
宅
に
係
る
第
六
十
三
条
第

第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
が
売
り
渡
す
新
築
の
住
宅
に
係
る
第
六
十
三
条
第

二
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
住
宅
の
新
築
が
平
成
十

二
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
住
宅
の
新
築
が
平
成
十

年
十
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き

年
十
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き

に
限
り
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
六
月
」
と
あ
る
の
は
、
「
一
年
」
と
す
る
。

に
限
り
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
六
月
」
と
あ
る
の
は
、
「
一
年
」
と
す
る
。

２

土
地
が
取
得
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
土
地
の
上
に
第
七
十
三
条
第
一
項
に
規

２

土
地
が
取
得
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
土
地
の
上
に
第
七
十
三
条
第
一
項
に
規

定
す
る
特
例
適
用
住
宅
が
新
築
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
同
項
及
び
第
七
十
四

定
す
る
特
例
適
用
住
宅
が
新
築
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
同
項
及
び
第
七
十
四

条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
土
地
の
取
得
が
平
成
十
六
年

条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
土
地
の
取
得
が
平
成
十
六
年

四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
に

四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
に

限
り
、
第
七
十
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
二
年
」
と
あ
る
の
は
「
三
年
（
同

限
り
、
第
七
十
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
二
年
」
と
あ
る
の
は
「
三
年
（
同

日
か
ら
三
年
以
内
に
特
例
適
用
住
宅
が
新
築
さ
れ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場

日
か
ら
三
年
以
内
に
特
例
適
用
住
宅
が
新
築
さ
れ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場

合
と
し
て
令
附
則
第
六
条
の
十
八
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
四
年
）

合
と
し
て
令
附
則
第
六
条
の
十
八
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
四
年
）

」
と
、
第
七
十
四
条
第
一
項
中
「
二
年
以
内
、
同
条
第
二
項
第
一
号
」
と
あ

」
と
、
第
七
十
四
条
第
一
項
中
「
二
年
以
内
、
同
条
第
二
項
第
一
号
」
と
あ

る
の
は
「
三
年
（
令
附
則
第
六
条
の
十
八
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、

る
の
は
「
三
年
（
令
附
則
第
六
条
の
十
八
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、

四
年
）
以
内
、
前
条
第
二
項
第
一
号
」
と
す
る
。

四
年
）
以
内
、
前
条
第
二
項
第
一
号
」
と
す
る
。

（
軽
油
引
取
税
の
製
造
の
承
認
を
受
け
る
義
務
の
免
除
等
の
特
例
）

（
軽
油
引
取
税
の
製
造
の
承
認
を
受
け
る
義
務
の
免
除
等
の
特
例
）

第
十
八
条
の
九

略

第
十
八
条
の
八
の
二

略

２
～
４

略

２
～
４

略

５

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
特
例
対
象
事
業
者
に
係
る
前
条
第
一

５

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
特
例
対
象
事
業
者
に
係
る
前
条
第
一

項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
二
十
二
条
の
十
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
二
十
二
条
の
十
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
項
中
「
並
び
に
前
月
」
と
あ
る
の
は
「
、
前
月
」
と
、
「
そ
の
他

て
は
、
同
項
中
「
並
び
に
前
月
」
と
あ
る
の
は
「
、
前
月
」
と
、
「
そ
の
他

の
」
と
あ
る
の
は
「
並
び
に
前
月
の
初
日
か
ら
末
日
ま
で
の
間
に
行
つ
た
附

の
」
と
あ
る
の
は
「
並
び
に
前
月
の
初
日
か
ら
末
日
ま
で
の
間
に
行
つ
た
附

則
第
十
八
条
の
九
第
一
項

の
製
造
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
の
」
と
す
る

則
第
十
八
条
の
八
の
二
第
一
項
の
製
造
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
の
」
と
す
る

。

。（
軽
油
引
取
税
の
税
率
の
特
例
）

第
十
八
条
の
九

軽
油
引
取
税
の
税
率
は
、
第
百
二
十
一
条
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
当
分
の
間
、
一
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
、
三
万
二
千
百
円
と
す
る
。

（
揮
発
油
価
格
高
騰
時
に
お
け
る
軽
油
引
取
税
の
税
率
の
特
例
規
定
の
適
用

停
止
）

第
十
八
条
の
十

前
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
租
税
特
別
措

置
法
第
八
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
告
示
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の

初
日
以
後
に
第
百
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
規
定
す
る
軽
油
の
引

取
り
、
同
条
第
三
項
の
燃
料
炭
化
水
素
油
の
販
売
、
同
条
第
四
項
の
軽
油
若

し
く
は
燃
料
炭
化
水
素
油
の
販
売
、
同
条
第
五
項
の
炭
化
水
素
油
の
消
費
若

し
く
は
第
百
十
七
条
第
一
項
各
号
の
軽
油
の
消
費
、
譲
渡
若
し
く
は
輸
入
が

行
わ
れ
た
場
合
又
は
同
日
以
後
に
軽
油
引
取
税
の
特
別
徴
収
義
務
者
が
第
百

十
六
条
第
六
項
の
規
定
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
場
合
に
お
け
る
軽
油
引
取
税

に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
の
適
用
を
停
止
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
前
条
の
規
定
の
適
用
が
停
止
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お

い
て
、
租
税
特
別
措
置
法
第
八
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
告
示
の
日
の

属
す
る
月
の
翌
月
の
初
日
以
後
に
第
百
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に

規
定
す
る
軽
油
の
引
取
り
、
同
条
第
三
項
の
燃
料
炭
化
水
素
油
の
販
売
、
同

条
第
四
項
の
軽
油
若
し
く
は
燃
料
炭
化
水
素
油
の
販
売
、
同
条
第
五
項
の
炭

化
水
素
油
の
消
費
若
し
く
は
第
百
十
七
条
第
一
項
各
号
の
軽
油
の
消
費
、
譲

渡
若
し
く
は
輸
入
が
行
わ
れ
た
場
合
又
は
同
日
以
後
に
軽
油
引
取
税
の
特
別

徴
収
義
務
者
が
第
百
十
六
条
第
六
項
の
規
定
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
場
合
に

お
け
る
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
条
の

規
定
を
適
用
す
る
。
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（
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
が
非
課
税
と
な
る
一
般
乗
合
用
の
バ
ス
に
係
る

路
線
）

第
十
八
条
の
十
一

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
十
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る

路
線
は
、
第
百
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
生
活
路
線
の
う
ち
規
則
で
定

め
る
も
の
と
す
る
。

（
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
の
特
例
）

第
十
八
条
の
十
二

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
十
一
第
二
項
の
規
定
の
適
用
が

あ
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
（
第
百
二
十
三
条
第
一
項
の

自
動
車
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
か
ら
附
則
第
十
九
条
ま
で
及
び
附
則
第
十
九

条
の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
取
得
者
と
み
な
さ
れ
る
者
に
自
動
車
税
の
環

境
性
能
割
に
関
す
る
規
定
を
適
用
す
る
。

２

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
法
第
百
六
十
八
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
決
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
額
は
、

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
十
一
第
二
項
の
不
足
額
に
、
こ
れ
に
百
分
の
三
十

五
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
と
す
る
。

（
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
税
率
の
特
例
）

第
十
八
条
の
十
三

営
業
用
の
自
動
車
に
対
す
る
第
百
二
十
四
条
の
五
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定

中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句

と
す
る
。

第
一
号

百
分
の
一

百
分
の
〇
・
五

第
二
号

百
分
の
二

百
分
の
一

第
三
号

百
分
の
三

百
分
の
二

（
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
課
税
標
準
の
特
例
）

第
十
八
条
の
十
四

道
路
運
送
法
第
三
条
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
一
般
乗
合
旅

客
自
動
車
運
送
事
業
を
経
営
す
る
者
が
同
法
第
五
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定

す
る
路
線
定
期
運
行
の
用
に
供
す
る
自
動
車
又
は
同
法
第
三
条
第
一
号
ロ
に

規
定
す
る
一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
を
経
営
す
る
者
が
そ
の
事
業
の

用
に
供
す
る
自
動
車
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
路
線
バ
ス
等
」

と
い
う
。
）
の
う
ち
、
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
十
三
第
一
項
各
号
の
い
ず

れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
つ
て
乗
降
口
か
ら
車
椅
子
を
固
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
設
備
ま
で
の
通
路
に
段
が
な
い
も
の
（
法
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の

十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
最
初
の
第
百
二
十
三
条
の
二

第
三
項
に
規
定
す
る
新
規
登
録
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
初
回

新
規
登
録
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
も
の
に
対
す
る
第
百
二
十
四
条
の
四
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
路
線
バ
ス
等
の
取
得
が
令
和
九
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
条
中
「
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の

は
、
「
同
じ
。
）
か
ら
千
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

２

路
線
バ
ス
等
の
う
ち
、
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
十
三
第
二
項
各
号
の
い

ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
つ
て
車
椅
子
を
使
用
し
た
ま
ま
円
滑
に
乗
降

す
る
た
め
の
昇
降
機
を
備
え
る
も
の
（
法
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
十
一
第

三
項
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
初
回
新
規
登
録
を
受
け
る
も
の
に
対

す
る
第
百
二
十
四
条
の
四
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
路
線
バ
ス
等

の
取
得
が
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
条

中
「
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
同
じ
。
）
か
ら
六
百
五
十
万
円
（
乗
車

定
員
三
十
人
以
上
の
附
則
第
十
八
条
の
十
四
第
二
項
に
規
定
す
る
路
線
バ
ス

等
の
う
ち
、
道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
三
条

第
一
号
イ
に
規
定
す
る
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
を
経
営
す
る
者
が

同
法
第
五
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
路
線
定
期
運
行
の
用
に
供
す
る
自

動
車
（
空
港
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
八
十
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
空

港
又
は
空
港
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
三
十
二
号
）
附
則
第

二
条
に
規
定
す
る
飛
行
場
を
起
点
又
は
終
点
と
す
る
も
の
で
法
施
行
規
則
附

則
第
四
条
の
十
一
第
四
項
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
八
百

万
円
と
し
、
乗
車
定
員
三
十
人
未
満
の
附
則
第
十
八
条
の
十
四
第
二
項
に
規

定
す
る
路
線
バ
ス
等
に
あ
つ
て
は
二
百
万
円
と
す
る
。
）
を
控
除
し
て
得
た

額
」
と
す
る
。
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３

道
路
運
送
法
第
三
条
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送

事
業
を
経
営
す
る
者
が
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
乗
用
車
の
う
ち
、
法
附
則

第
十
二
条
の
二
の
十
三
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
つ

て
そ
の
構
造
及
び
設
備
が
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定

す
る
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
上
の
利
便
性
を
特
に
向
上
さ
せ
る
も
の

（
法
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
十
一
第
六
項
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）

で
初
回
新
規
登
録
を
受
け
る
も
の
に
対
す
る
第
百
二
十
四
条
の
四
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
乗
用
車
の
取
得
が
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
条
中
「
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
同
じ

。
）
か
ら
百
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

４

乗
用
車
（
法
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
十
一
第
十
一
項
に
規
定
す
る
も
の

に
限
る
。
）
、
バ
ス
（
同
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は

車
両
総
重
量
（
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
条
第
三
号
に
規
定
す
る
車
両
総
重

量
を
い
う
。
）
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
る
ト
ラ
ッ
ク
（
法
施
行
規
則
附
則
第

四
条
の
十
一
第
九
項
に
規
定
す
る
被
け
ん
引
自
動
車
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て

、
同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
令
和
七
年
九
月
一
日
以
降
に
適

用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
前
方
障
害
物
と
の
衝
突
に
対
す
る

安
全
性
の
向
上
を
図
る
た
め
の
装
置
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
衝
突
被
害

軽
減
制
動
制
御
装
置
」
と
い
う
。
）
に
係
る
保
安
上
又
は
公
害
防
止
そ
の
他

の
環
境
保
全
上
の
技
術
基
準
で
法
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
十
一
第
八
項
に

規
定
す
る
も
の
に
適
合
す
る
も
の
の
う
ち
、
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置

を
備
え
る
も
の
（
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
初
回
新
規

登
録
を
受
け
る
も
の
に
対
す
る
第
百
二
十
四
条
の
四
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
当
該
自
動
車
の
取
得
が
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た

と
き
に
限
り
、
同
条
中
「
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
同
じ
。
）
か
ら
百

七
十
五
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

５

前
各
項
の
規
定
は
、
第
百
二
十
四
条
の
八
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規

定
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
申
告
書
又
は
修
正
申
告
書
に
、
当
該
自
動
車
の
取
得

に
つ
き
前
各
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
そ
の
他
の
法
施
行
規

則
附
則
第
四
条
の
十
一
第
十
六
項
に
規
定
す
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
場
合
に

限
り
、
適
用
す
る
。

（
自
動
車
税

の
税
率
の
特
例
）

（
自
動
車
税
の
種
別
割
の
税
率
の
特
例
）

第
十
九
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
（
電
気
自
動
車
（
第
百
二
十
五
条
第

第
十
九
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
（
電
気
自
動
車
（
第
百
二
十
五
条
第

一
項
第
一
号
イ
⑴
に
規
定
す
る
電
気
自
動
車
を
い
う
。
第
三
項
第
一
号
及
び

一
項
第
一
号
イ
⑴
に
規
定
す
る
電
気
自
動
車
を
い
う
。
第
三
項
第
一
号
及
び

次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
天
然
ガ
ス
自
動
車
（
法
附
則
第
十
二
条
の
三
第

次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
天
然
ガ
ス
自
動
車
（
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項

一
項

に
規
定
す
る
天
然
ガ
ス
自
動
車
を
い
う
。
第
三
項
第
二
号
及
び
次
条

第
二
号
に
規
定
す
る
天
然
ガ
ス
自
動
車
を
い
う
。
第
三
項
第
二
号
及
び
次
条

第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
メ
タ
ノ
ー
ル
自
動
車
（
専
ら
メ
タ
ノ
ー
ル
を

第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
メ
タ
ノ
ー
ル
自
動
車
（
専
ら
メ
タ
ノ
ー
ル
を

内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
自
動
車
で
法
施
行
規
則
附
則
第
五
条
第
一

内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
自
動
車
で
法
施
行
規
則
附
則
第
五
条
第
一

項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
次
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
混
合
メ

項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
次
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
混
合
メ

タ
ノ
ー
ル
自
動
車
（
メ
タ
ノ
ー
ル
と
メ
タ
ノ
ー
ル
以
外
の
も
の
と
の
混
合
物

タ
ノ
ー
ル
自
動
車
（
メ
タ
ノ
ー
ル
と
メ
タ
ノ
ー
ル
以
外
の
も
の
と
の
混
合
物

で
法
施
行
規
則
附
則
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
を
内
燃
機
関
の
燃
料

で
法
施
行
規
則
附
則
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
を
内
燃
機
関
の
燃
料

と
し
て
用
い
る
自
動
車
で
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
次
条
第

と
し
て
用
い
る
自
動
車
で
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
次
条
第

三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
ガ
ソ
リ
ン
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い

三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
ガ
ソ
リ
ン
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い

る
電
力
併
用
自
動
車
（
法
附
則
第
十
二
条
の
三
第
一
項

に
規
定
す
る
電
力

る
電
力
併
用
自
動
車
（
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
電
力

併
用
自
動
車
を
い
う
。
次
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
自
家
用
の

併
用
自
動
車
を
い
う
。
次
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
自
家
用
の

乗
用
車
等
（
自
家
用
の
乗
用
車
（
三
輪
の
小
型
自
動
車
で
あ
る
も
の
を
除
く

乗
用
車
等
（
自
家
用
の
乗
用
車
（
三
輪
の
小
型
自
動
車
で
あ
る
も
の
を
除
く

。
次
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
車
及
び
乗
用

。
次
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
車
及
び
乗
用

車
に
類
す
る
特
種
用
途
自
動
車
（
第
百
二
十
五
条
第
一
項
第
五
号
ハ
⑴
の
特

車
に
類
す
る
特
種
用
途
自
動
車
（
第
百
二
十
五
条
第
一
項
第
五
号
ハ
⑴
の
特

種
用
途
自
動
車
の
う
ち
自
家
用
の
も
の
を
い
う
。
次
条
第
一
項
第
一
号
に
お

種
用
途
自
動
車
の
う
ち
自
家
用
の
も
の
を
い
う
。
次
条
第
一
項
第
一
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
い
う
。
次
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、

い
て
同
じ
。
）
を
い
う
。
次
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、

第
百
二
十
五
条
第
一
項
第
三
号
イ
⑴
に
規
定
す
る
一
般
乗
合
用
バ
ス
及
び
被

第
百
二
十
五
条
第
一
項
第
三
号
イ
⑴
に
規
定
す
る
一
般
乗
合
用
バ
ス
及
び
被

け
ん
引
自
動
車
を
除
く
。
）
に
対
す
る
当
該
各
号
に
定
め
る
年
度
以
後
の
年

け
ん
引
自
動
車
を
除
く
。
）
に
対
す
る
当
該
各
号
に
定
め
る
年
度
以
後
の
年

度
分
の
自
動
車
税

に
係
る
同
項
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用

度
分
の
自
動
車
税
の
種
別
割
に
係
る
同
項
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲

に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲

げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

一

法
附
則
第
十
二
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
ガ
ソ
リ
ン
自
動
車

一

法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
（
第

（
第
四
項
第
一
号
に
お
い
て
「
ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
」
と
い
う
。
）
又
は
同

三
項
第
四
号
及
び
第
四
項
第
一
号
に
お
い
て
「
ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
」
と
い

条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
石
油
ガ
ス
自
動
車
（
第
四
項
第
二
号
に
お

う
。
）
又
は
同
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
石
油
ガ
ス
自
動
車
（
第
三
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い
て
「
石
油
ガ
ス
自
動
車
」
と
い
う
。
）
で
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一

項
第
五
号
及
び
第
四
項
第
二
号
に
お
い
て
「
石
油
ガ
ス
自
動
車
」
と
い
う

日
ま
で
に
最
初
の
道
路
運
送
車
両
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
新
規
登

。
）
で
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た

録
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
初
回
新
規
登
録
」
と
い

も
の

初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
四
年
を
経
過
し
た

う
。
）
を
受
け
た
も
の

初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
十

日
の
属
す
る
年
度

四
年
を
経
過
し
た
日
の
属
す
る
年
度

二

法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
軽
油
自
動
車
（
第
三
項

二

法
附
則
第
十
二
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
軽
油
自
動
車
（
第

第
六
号
及
び
第
四
項
第
三
号
に
お
い
て
「
軽
油
自
動
車
」
と
い
う
。
）
そ

四
項
第
三
号
に
お
い
て
「
軽
油
自
動
車
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
前
号
に

の
他
の
前
号
に
掲
げ
る
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
平
成
二
十
七
年
三
月
三

掲
げ
る
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に

十
一
日
ま
で
に
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
も
の

初
回
新
規
登
録
を
受
け

初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
も
の

初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
日
か
ら
起
算

た
日
か
ら
起
算
し
て
十
二
年
を
経
過
し
た
日
の
属
す
る
年
度

し
て
十
二
年
を
経
過
し
た
日
の
属
す
る
年
度

２

略

２

略

３

次
に
掲
げ
る
自
動
車
に
対
す
る
第
百
二
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

３

次
に
掲
げ
る
自
動
車
に
対
す
る
第
百
二
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
自
動
車
が
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
自
動
車
が
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八

三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

の
間
に
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当

該
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
分
の
自
動
車
税

該
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
分
の
自
動
車
税
の

に
限
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に

種
別
割
に
限
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に

掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

一

略

一

略

二

天
然
ガ
ス
自
動
車
の
う
ち
、
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の

二

天
然
ガ
ス
自
動
車
の
う
ち
、
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
平
成
三
十
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し

規
定
に
よ
り
平
成
三
十
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し

て
定
め
ら
れ
た
法
附
則
第
十
二
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
排
出

て
定
め
ら
れ
た
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ

に
規
定
す
る
排
出

ガ
ス
保
安
基
準
で
法
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
も

ガ
ス
保
安
基
準
で
法
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
も

の
に
適
合
す
る
も
の
又
は
同
号

に
規
定
す
る
平
成
二
十
一
年
天
然
ガ
ス

の
に
適
合
す
る
も
の
又
は
同
号
ロ
に
規
定
す
る
平
成
二
十
一
年
天
然
ガ
ス

車
基
準
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
一
年
天
然
ガ
ス
車
基
準
」

車
基
準
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
一
年
天
然
ガ
ス
車
基
準
」

と
い
う
。
）
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
二
十
一

と
い
う
。
）
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
二
十
一

年
天
然
ガ
ス
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な

年
天
然
ガ
ス
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な

い
も
の
で
法
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の

い
も
の
で
法
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の

三

法
附
則
第
十
二
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
充
電
機
能
付
電
力

三

法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
三
号

に
規
定
す
る
充
電
機
能
付
電
力

併
用
自
動
車

併
用
自
動
車

四

ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
（
営
業
用
の
乗
用
車
等
（
営
業
用
の
乗
用
車
及
び
乗

用
車
に
類
す
る
特
種
用
途
自
動
車
（
第
百
二
十
五
条
第
一
項
第
五
号
ハ
⑴

の
特
種
用
途
自
動
車
の
う
ち
営
業
用
の
も
の
を
い
う
。
）
を
い
う
。
以
下

こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
窒
素
酸
化

物
の
排
出
量
が
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
四
号
イ
⑴

に
規
定
す
る
平

(ⅰ)

成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
（
次
項
第
一
号
に
お
い
て
「
平
成
三

十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の

値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
も
の
又
は
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
同
条
第

一
項
第
四
号
イ
⑴

に
規
定
す
る
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準

(ⅱ)

（
次
項
第
一
号
に
お
い
て
「
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
」
と

い
う
。
）
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
も
の
で

あ
つ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
同
条
第
一
項
第
四
号
イ
⑵
に
規
定
す

る
令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項

に
お
い
て
「
令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）

に
百
分
の
九
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
か
つ
同
号
イ
⑶
に
規
定
す
る
令

和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い

て
「
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
以
上
の
も

の
で
法
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
も
の

五

石
油
ガ
ス
自
動
車
（
営
業
用
の
乗
用
車
等
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
窒
素

酸
化
物
の
排
出
量
が
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
五
号
イ
⑴

に
規
定
す

(ⅰ)

る
平
成
三
十
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
（
次
項
第
二
号
に
お
い
て
「
平

成
三
十
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
窒
素
酸
化

物
の
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
も
の
又
は
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
同

条
第
一
項
第
五
号
イ
⑴

に
規
定
す
る
平
成
十
七
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車

(ⅱ)

基
準
（
次
項
第
二
号
に
お
い
て
「
平
成
十
七
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準

」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
も

の
で
あ
つ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
効
率
に
百
分
の
九
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
か
つ
令
和
二
年
度

基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
の
も
の
で
法
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の

二
第
四
項
に
規
定
す
る
も
の

六

軽
油
自
動
車
（
営
業
用
の
乗
用
車
等
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
法
第
百
四
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十
九
条
第
一
項
第
六
号
イ
⑴
に
規
定
す
る
平
成
三
十
年
軽
油
軽
中
量
車
基

準
（
次
項
第
三
号
に
お
い
て
「
平
成
三
十
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
」
と
い

う
。
）
又
は
同
条
第
一
項
第
六
号
イ
⑴
に
規
定
す
る
平
成
二
十
一
年
軽
油

軽
中
量
車
基
準
（
次
項
第
三
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
一
年
軽
油
軽
中
量

車
基
準
」
と
い
う
。
）
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

効
率
が
令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
九
十
を
乗

じ
て
得
た
数
値
以
上
か
つ
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上

の
も
の
で
法
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
も
の

（
表

略
）

（
表

略
）

４

次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
う
ち
、
営
業
用
の
乗
用
車
等
（
営
業
用
の
乗
用
車

４

次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
う
ち
、
営
業
用
の
乗
用
車
等
（
前
項
の
規
定
の
適

及
び
乗
用
車
に
類
す
る
特
種
用
途
自
動
車
（
第
百
二
十
五
条
第
一
項
第
五
号

用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
に
対
す
る
第
百
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
イ

ハ
⑴
の
特
種
用
途
自
動
車
の
う
ち
営
業
用
の
も
の
を
い
う
。
）
を
い
う
。
以

、
第
四
号
イ
及
び
第
五
号
ハ
⑴
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
営
業
用

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
す
る
第
百
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
イ

の
乗
用
車
等
が
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

、
第
四
号
イ
及
び
第
五
号
ハ
⑴
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
営
業
用

間
に
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た

の
乗
用
車
等
が
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
分
の
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
次
の
表
の

間
に
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
場
合
に
は
、
令
和
八
年
度
分
の
自
動
車
税
に

上
欄
に
掲
げ
る
同
項
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ

限
り
、
前
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

一

ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
の
う
ち
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
三
十
年
ガ

一

ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
（
法
附
則
第
十
二
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す

ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
二
分
の
一
を
超
え

る
充
電
機
能
付
電
力
併
用
自
動
車
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち

な
い
も
の
又
は
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量

、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規

車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
も
の
で
あ

定
に
よ
り
平
成
三
十
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て

つ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
法
施
行
規
則
で
規
定
す
る
も
の
に
定

効
率
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
か
つ
令
和
二
年
度
基
準
エ

め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
も
の
又
は
窒
素
酸
化
物

ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
の
も
の
で
法
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
六

の
排
出
量
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
七
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ

項
に
規
定
す
る
も
の

れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
法
施
行
規
則

二

石
油
ガ
ス
自
動
車
の
う
ち
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
三
十
年
石

で
規
定
す
る
も
の
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い

油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
二
分
の
一
を
超
え

も
の
で
あ
つ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ

な
い
も
の
又
は
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量

ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第

車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
も
の
で
あ

百
五
十
一
条
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
（
以
下
こ
の

つ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

項
に
お
い
て
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
が
同
法
第
百
四
十

効
率
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
か
つ
令
和
二
年
度
基
準
エ

九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
等
製
造

ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
の
も
の
で
法
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
七

事
業
者
等
の
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
勘
案
し
て
法
施
行
規
則
で

項
に
規
定
す
る
も
の

規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
基
準
エ
ネ

三

軽
油
自
動
車
の
う
ち
、
平
成
三
十
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
又
は
平
成
二

ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
令
和
十
二
年
度
以
降
の
各
年

十
一
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー

度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
（
次
号
及

消
費
効
率
が
令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
七
十

び
第
三
号
に
お
い
て
「
令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と

を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
か
つ
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

い
う
。
）
に
百
分
の
九
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
か
つ
基
準
エ
ネ
ル
ギ

以
上
の
も
の
で
法
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
八
項
に
規
定
す
る
も
の

ー
消
費
効
率
で
あ
つ
て
令
和
二
年
度
以
降
の
各
年
度

に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
（
次
号
及
び

第
一
号
イ

七
千
五
百
円

四
千
円

第
三
号
に
お
い
て
「
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う

八
千
五
百
円

四
千
五
百
円

。
）
以
上
の
も
の
で
法
施
行
規
則
で
規
定
す
る
も
の

九
千
五
百
円

五
千
円

二

石
油
ガ
ス
自
動
車
の
う
ち
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
道
路
運
送
車
両

一
万
三
千
八
百
円

七
千
円

法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
三
十
年
十
月
一
日
以
降
に
適

一
万
五
千
七
百
円

八
千
円

用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
法
施
行

一
万
七
千
九
百
円

九
千
円

規
則
で
規
定
す
る
も
の
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
二
分
の
一
を
超
え

二
万
五
百
円

一
万
五
百
円

な
い
も
の
又
は
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
七

二
万
三
千
六
百
円

一
万
二
千
円

年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ

二
万
七
千
二
百
円

一
万
四
千
円

ス
保
安
基
準
で
法
施
行
規
則
で
規
定
す
る
も
の
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の

四
万
七
百
円

二
万
五
百
円

値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が

第
四
号
イ

四
千
五
百
円

二
千
五
百
円

令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
九
十
を
乗
じ
て
得

第
五
号
ハ
⑴

第
一
号

附
則
第
十
九
条
第
四

た
数
値
以
上
か
つ
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
の
も
の

項
の
規
定
に
よ
り
読

で
法
施
行
規
則
で
規
定
す
る
も
の

み
替
え
て
適
用
さ
れ

三

軽
油
自
動
車
の
う
ち
、
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定

る
第
一
号

に
よ
り
平
成
三
十
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定

め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
法
施
行
規
則
で
規
定
す
る
も
の
又
は
同

項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も

の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
法
施
行
規
則
で
規
定
す
る

も
の
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
十
二

年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
九
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
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上
か
つ
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
の
も
の
で
法
施
行

規
則
で
規
定
す
る
も
の

５

略

５

略

第
十
九
条
の
二

特
定
日
（
法
附
則
第
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定

第
十
九
条
の
二

特
定
日
（
法
附
則
第
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定

日
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
前
日
ま
で
に
初
回
新
規
登

日
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
前
日
ま
で
に
初
回
新
規
登

録

録
（
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
初
回
新
規
登
録
を

を
受
け
た
自
家
用
の
乗
用
車
等
で

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
た
自
家
用
の
乗
用
車
等
で

あ
つ
て
平
成
二
十
八
年
改
正
前
の
地
方
税
法
（
法
附
則
第
十
二
条
の
四
第
一

あ
つ
て
平
成
二
十
八
年
改
正
前
の
地
方
税
法
（
法
附
則
第
十
二
条
の
四
第
一

項
に
規
定
す
る
平
成
二
十
八
年
改
正
前
の
地
方
税
法
を
い
う
。
以
下
こ
の
項

項
に
規
定
す
る
平
成
二
十
八
年
改
正
前
の
地
方
税
法
を
い
う
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
第
百
四
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ

に
お
い
て
同
じ
。
）
第
百
四
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
平
成
二
十
八
年
改
正
前
の
地
方
税
法
に
規
定
す
る
自
動
車
税
を
課
さ
れ
た

り
平
成
二
十
八
年
改
正
前
の
地
方
税
法
に
規
定
す
る
自
動
車
税
を
課
さ
れ
た

も
の
（
同
日
ま
で
に
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
自
家
用
の
乗
用
車
等
で
あ
つ

も
の
（
同
日
ま
で
に
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
自
家
用
の
乗
用
車
等
で
あ
つ

て
、
平
成
二
十
八
年
改
正
前
の
地
方
税
法
第
百
四
十
六
条
そ
の
他
の
地
方
税

て
、
平
成
二
十
八
年
改
正
前
の
地
方
税
法
第
百
四
十
六
条
そ
の
他
の
地
方
税

に
関
す
る
法
律
及
び
こ
れ
ら
の
法
律
に
基
づ
く
条
例
の
規
定
に
よ
り
平
成
二

に
関
す
る
法
律
及
び
こ
れ
ら
の
法
律
に
基
づ
く
条
例
の
規
定
に
よ
り
平
成
二

十
八
年
改
正
前
の
地
方
税
法
に
規
定
す
る
自
動
車
税
を
課
さ
れ
な
か
つ
た
も

十
八
年
改
正
前
の
地
方
税
法
に
規
定
す
る
自
動
車
税
を
課
さ
れ
な
か
つ
た
も

の
を
含
む
。
）
又
は
同
日
ま
で
に
法
の
施
行
地
外
に
お
い
て
道
路
運
送
車
両

の
を
含
む
。
）
又
は
同
日
ま
で
に
法
の
施
行
地
外
に
お
い
て
法
第
百
四
十
六

法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
運
行
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
法
施
行
規
則

条
第
二
項

に
規
定
す
る
運
行
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
法
施
行
規
則

附
則
第
五
条
の
二
の
二
に
規
定
す
る
も
の
の
用
に
供
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
自

附
則
第
五
条
の
二
の
二
に
規
定
す
る
も
の
の
用
に
供
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
自

家
用
の
乗
用
車
等
で
あ
つ
て
特
定
日
以
後
に
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
も
の

家
用
の
乗
用
車
等
で
あ
つ
て
特
定
日
以
後
に
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
も
の

に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
税

の
税
率
は
、
第
百
二
十
五
条
第
一
項

に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
税
の
種
別
割
の
税
率
は
、
第
百
二
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
台
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
自
家
用
の

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
台
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
自
家
用
の

乗
用
車
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

乗
用
車
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
・
二

略

一
・
二

略

２

略

２

略

３

第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
自
家
用
の
乗
用
車
等
（
電
気
自
動
車
、

３

第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
自
家
用
の
乗
用
車
等
（
電
気
自
動
車
、

天
然
ガ
ス
自
動
車
、
メ
タ
ノ
ー
ル
自
動
車
、
混
合
メ
タ
ノ
ー
ル
自
動
車
及
び

天
然
ガ
ス
自
動
車
、
メ
タ
ノ
ー
ル
自
動
車
、
混
合
メ
タ
ノ
ー
ル
自
動
車
及
び

ガ
ソ
リ
ン
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
電
力
併
用
自
動
車
を
除
く
。

ガ
ソ
リ
ン
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
電
力
併
用
自
動
車
を
除
く
。

）
の
う
ち
、
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
対
す
る
当
該
各
号
に
定
め

）
の
う
ち
、
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
対
す
る
当
該
各
号
に
定
め

る
年
度
以
後
の
年
度
分
の
自
動
車
税

に
係
る
第
一
項
の
規
定
の
適

る
年
度
以
後
の
年
度
分
の
自
動
車
税
の
種
別
割
に
係
る
第
一
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
項
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に

用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
項
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に

掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

（
表

略
）

（
表

略
）

４

略

４

略

（
自
動
車
税

の
賦
課
徴
収
の
特
例
）

（
自
動
車
税
の
種
別
割
の
賦
課
徴
収
の
特
例
）

第
十
九
条
の
三

法
附
則
第
十
二
条
の
五
第
二
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合

第
十
九
条
の
三

法
附
則
第
十
二
条
の
五
第
二
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合

に
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
の
所
有
者
と
み
な
さ
れ
る
者
に
自
動
車

に
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
の
所
有
者
と
み
な
さ
れ
る
者
に
自
動
車

税

に
関
す
る
規
定
（
第
百
三
十
条
及
び
第
百
三
十
一
条
の
規
定
を

税
の
種
別
割
に
関
す
る
規
定
（
第
百
三
十
条
及
び
第
百
三
十
一
条
の
規
定
を

除
く
。
）
を
適
用
す
る
。

除
く
。
）
を
適
用
す
る
。

２

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
納
付
す
べ
き
自
動
車
税

２

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
納
付
す
べ
き
自
動
車
税
の
種

の
額
は
、
法
附
則
第
十
二
条
の
五
第
二
項
の
不
足
額
に
、
こ
れ
に
百
分

別
割
の
額
は
、
法
附
則
第
十
二
条
の
五
第
二
項
の
不
足
額
に
、
こ
れ
に
百
分

の
三
十
五
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
と
す
る
。

の
三
十
五
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
と
す
る
。

（
東
日
本
大
震
災
に
係
る
被
災
居
住
用
財
産
に
係
る
譲
渡
期
限
の
延
長
等
の

（
東
日
本
大
震
災
に
係
る
被
災
居
住
用
財
産
に
係
る
譲
渡
期
限
の
延
長
等
の

特
例
）

特
例
）

第
二
十
七
条
の
二

略

第
二
十
七
条
の
二

略

２

略

２

略

３

そ
の
有
し
て
い
た
家
屋
で
そ
の
居
住
の
用
に
供
し
て
い
た
も
の
が
東
日
本

３

そ
の
有
し
て
い
た
家
屋
で
そ
の
居
住
の
用
に
供
し
て
い
た
も
の
が
東
日
本

大
震
災
に
よ
り
滅
失
（
震
災
特
例
法
第
十
一
条
の
六
第
四
項
に
規
定
す
る
滅

大
震
災
に
よ
り
滅
失
（
震
災
特
例
法
第
十
一
条
の
六
第
四
項
に
規
定
す
る
滅

失
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
た
こ
と
に
よ

失
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
た
こ
と
に
よ

り
そ
の
居
住
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
所
得
割
の
納
税
義
務

り
そ
の
居
住
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
所
得
割
の
納
税
義
務

者
が
、
当
該
滅
失
を
し
た
当
該
家
屋
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
土
地
等

者
が
、
当
該
滅
失
を
し
た
当
該
家
屋
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
土
地
等

の
譲
渡
を
し
た
場
合
に
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄

の
譲
渡
を
し
た
場
合
に
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄

に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
し
て
、
附
則

に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
し
て
、
附
則

第
三
条
、
附
則
第
三
条
の
二

又
は
附
則
第
九
条
か
ら
第

第
三
条
、
附
則
第
三
条
の
二
、
附
則
第
四
条
の
二
又
は
附
則
第
九
条
か
ら
第

十
二
条
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
。

十
二
条
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
。

略

略

略

略

略

略

附
則
第
四
条

同
項
第
二
号

法
附
則
第
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規

の
二
第
一
項

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
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附
則
第
五
条
の
四
第
一
項
第
二
号

略

略

略

略

略

略

４

そ
の
有
し
て
い
た
家
屋
で
そ
の
居
住
の
用
に
供
し
て
い
た
も
の
が
東
日
本

４

そ
の
有
し
て
い
た
家
屋
で
そ
の
居
住
の
用
に
供
し
て
い
た
も
の
が
東
日
本

大
震
災
に
よ
り
滅
失
を
し
た
こ
と
に
よ
り
そ
の
居
住
の
用
に
供
す
る
こ
と
が

大
震
災
に
よ
り
滅
失
を
し
た
こ
と
に
よ
り
そ
の
居
住
の
用
に
供
す
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
つ
た
所
得
割
の
納
税
義
務
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
被
相

で
き
な
く
な
つ
た
所
得
割
の
納
税
義
務
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
被
相

続
人
」
と
い
う
。
）
の
相
続
人
（
震
災
特
例
法
第
十
一
条
の
六
第
五
項
に
規

続
人
」
と
い
う
。
）
の
相
続
人
（
震
災
特
例
法
第
十
一
条
の
六
第
五
項
に
規

定
す
る
相
続
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
当
該
滅
失

定
す
る
相
続
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
当
該
滅
失

を
し
た
旧
家
屋
（
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
旧
家
屋
を
い
う
。
以
下
こ
の
項

を
し
た
旧
家
屋
（
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
旧
家
屋
を
い
う
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
土
地
等
の
譲
渡
を
し
た

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
土
地
等
の
譲
渡
を
し
た

場
合
（
当
該
譲
渡
の
時
ま
で
の
期
間
当
該
土
地
等
を
当
該
相
続
人
の
居
住
の

場
合
（
当
該
譲
渡
の
時
ま
で
の
期
間
当
該
土
地
等
を
当
該
相
続
人
の
居
住
の

用
に
供
す
る
家
屋
の
敷
地
の
用
に
供
し
て
い
な
い
場
合
に
限
る
。
）
に
お
け

用
に
供
す
る
家
屋
の
敷
地
の
用
に
供
し
て
い
な
い
場
合
に
限
る
。
）
に
お
け

る
当
該
土
地
等
（
当
該
土
地
等
の
う
ち
に
そ
の
居
住
の
用
に
供
す
る
こ
と
が

る
当
該
土
地
等
（
当
該
土
地
等
の
う
ち
に
そ
の
居
住
の
用
に
供
す
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
つ
た
時
の
直
前
に
お
い
て
旧
家
屋
に
居
住
し
て
い
た
者
以
外
の

で
き
な
く
な
つ
た
時
の
直
前
に
お
い
て
旧
家
屋
に
居
住
し
て
い
た
者
以
外
の

者
が
所
有
し
て
い
た
部
分
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
土
地
等
の
う
ち
当
該
部
分

者
が
所
有
し
て
い
た
部
分
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
土
地
等
の
う
ち
当
該
部
分

以
外
の
部
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
譲

以
外
の
部
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
譲

渡
に
つ
い
て
は
、
当
該
相
続
人
は
、
当
該
旧
家
屋
を
当
該
被
相
続
人
が
そ
の

渡
に
つ
い
て
は
、
当
該
相
続
人
は
、
当
該
旧
家
屋
を
当
該
被
相
続
人
が
そ
の

取
得
を
し
た
日
と
し
て
令
附
則
第
二
十
七
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
日
か

取
得
を
し
た
日
と
し
て
令
附
則
第
二
十
七
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
日
か

ら
引
き
続
き
所
有
し
て
い
た
も
の
と
、
当
該
直
前
に
お
い
て
当
該
旧
家
屋
の

ら
引
き
続
き
所
有
し
て
い
た
も
の
と
、
当
該
直
前
に
お
い
て
当
該
旧
家
屋
の

敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
土
地
等
を
所
有
し
て
い
た
も
の
と
そ
れ
ぞ
れ
み

敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
土
地
等
を
所
有
し
て
い
た
も
の
と
そ
れ
ぞ
れ
み

な
し
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
附
則
第
三
条
、
附
則
第
三

な
し
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
附
則
第
三
条
、
附
則
第
三

条
の
二

又
は
附
則
第
九
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
の
規
定

条
の
二
、
附
則
第
四
条
の
二
又
は
附
則
第
九
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
の
規
定

を
適
用
す
る
。

を
適
用
す
る
。

５

略

５

略

（
東
日
本
大
震
災
に
係
る
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
の
適
用
期
間
等
の

（
東
日
本
大
震
災
に
係
る
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
の
適
用
期
間
等
の

特
例
）

特
例
）

第
二
十
八
条

所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
震
災
特
例

第
二
十
八
条

所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
震
災
特
例

法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
附
則
第
四
条

法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
附
則
第
四
条

の
二

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一

の
二
及
び
附
則
第
四
条
の
二
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の

項
中
「
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
又
は
第
四
十
一
条
の
二
の
二
」
と
あ

上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

る
の
は
「
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例

下
欄
に
掲
げ
る
字
句

に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
又
は

同
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
二
の
二

」
と
、
「
法
附
則
第
五
条
の
四
第
一
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
附
則
第

四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五
条

の
四
第
一
項
第
一
号
」
と
、
「
同
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
附
則
第
四

十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五
条
の

四
第
一
項
第
二
号
」
と
す
る
。

と
す
る
。

附
則
第
四
条

租
税
特
別
措

東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国

の
二
第
一
項

置
法
第
四
十

税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法

一
条
又
は
第

律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
二
十
九
号

四
十
一
条
の

）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読

二
の
二

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置

法
第
四
十
一
条
又
は
同
項
の
規
定
に
よ

り
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
第
四

十
一
条
の
二
の
二

法
附
則
第
五

法
附
則
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に

条
の
四
第
一

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則

項
第
一
号

第
五
条
の
四
第
一
項
第
一
号

同
項
第
三
号

法
附
則
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則

第
五
条
の
四
第
一
項
第
三
号

附
則
第
四
条

租
税
特
別
措

東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国

の
二
の
二
第

置
法
第
四
十

税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法

一
項

一
条
又
は
第

律
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読

四
十
一
条
の

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置

二
の
二

法
第
四
十
一
条
又
は
同
項
の
規
定
に
よ

り
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
第
四

十
一
条
の
二
の
二

- 28 -



法
附
則
第
五

法
附
則
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に

条
の
四
の
二

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則

第
一
項
第
一

第
五
条
の
四
の
二
第
一
項
第
一
号

号同
項
第
二
号

法
附
則
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則

第
五
条
の
四
の
二
第
一
項
第
二
号

２

所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
震
災
特
例
法
第
十
三

２

所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
震
災
特
例
法
第
十
三

条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
又
は
第
十
三
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で

条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
又
は
第
十
三
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で

若
し
く
は
第
七
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合
に
お

若
し
く
は
第
七
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合
に
お

け
る
附
則
第
四
条
の
二

の
規
定
の
適
用
に
つ
い

け
る
附
則
第
四
条
の
二
及
び
附
則
第
四
条
の
二
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
法
附
則
第
五
条
の
四
第
一
項
第
一
号
」
と
あ
る
の

て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、

は
、
「
法
附
則
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句

る
法
附
則
第
五
条
の
四
第
一
項
第
一
号
」
と
し
、
同
条
第
三
項
の
規
定
は
、

と
し
、
同
条
第
三
項
の
規
定
は
、

適
用
し
な
い
。

適
用
し
な
い
。

附
則
第
四
条

法
附
則
第
五

法
附
則
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に

の
二
第
一
項

条
の
四
第
一

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則

項
第
一
号

第
五
条
の
四
第
一
項
第
一
号

附
則
第
四
条

法
附
則
第
五

法
附
則
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に

の
二
の
二
第

条
の
四
の
二

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則

一
項

第
一
項
第
一

第
五
条
の
四
の
二
第
一
項
第
一
号

号

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
納
税
義
務
者
が
平
成
二
十
六
年
か
ら
令
和

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
納
税
義
務
者
が
平
成
二
十
六
年
か
ら
令
和

三
年
ま
で
の
居
住
年
に
係
る
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定

三
年
ま
で
の
居
住
年
に
係
る
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定

す
る
住
宅
借
入
金
等
（
居
住
年
が
平
成
二
十
六
年
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の

す
る
住
宅
借
入
金
等
（
居
住
年
が
平
成
二
十
六
年
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の

同
項
に
規
定
す
る
居
住
日
が
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三

同
項
に
規
定
す
る
居
住
日
が
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三

十
一
日
ま
で
の
期
間
内
の
日
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
金
額
を
有
す
る
と

十
一
日
ま
で
の
期
間
内
の
日
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
金
額
を
有
す
る
と

き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
附
則
第
四
条
の
二
第

き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
附
則
第
四
条
の
二
の

一
項

中
「
百
分
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
二
・
八
」
と
、
「
三
万

二
第
一
項
中
「
百
分
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
二
・
八
」
と
、
「
三
万

九
千
円
」
と
あ
る
の
は
「
五
万
四
千
六
百
円
」
と
す
る
。

九
千
円
」
と
あ
る
の
は
「
五
万
四
千
六
百
円
」
と
す
る
。

（
揮
発
油
価
格
高
騰
時
に
お
け
る
軽
油
引
取
税
の
税
率
の
特
例
規
定
の
適
用

停
止
措
置
の
停
止
）

第
三
十
条

附
則
第
十
八
条
の
十
の
規
定
は
、
震
災
特
例
法
第
四
十
四
条
の
別

に
法
律
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
、
そ
の
適
用
を
停
止
す
る
。

（
他
の
自
動
車
の
取
得
後
に
対
象
区
域
内
自
動
車
等
の
用
途
廃
止
等
を
行
つ

た
場
合
の
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
納
税
義
務
の
免
除
）

第
三
十
一
条

総
合
県
税
事
務
所
長
は
、
令
附
則
第
三
十
二
条
第
四
項
に
規
定

す
る
者
が
法
附
則
第
五
十
三
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
自
動
車
等

持
出
困
難
区
域
内
の
同
項
に
規
定
す
る
自
動
車
等
（
以
下
「
対
象
区
域
内
自

動
車
等
」
と
い
う
。
）
以
外
の
自
動
車
（
第
百
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す

る
自
動
車
に
限
る
。
以
下
「
他
の
自
動
車
」
と
い
う
。
）
の
取
得
を
し
た
場

合
に
お
い
て
、
当
該
他
の
自
動
車
の
取
得
を
し
た
後
に
、
対
象
区
域
内
自
動

車
等
が
法
附
則
第
五
十
三
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
対
象
区
域
内
用
途
廃

止
等
自
動
車
等
（
以
下
単
に
「
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
」
と
い

う
。
）
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
り
、
か
つ
、
当
該
取
得
し
た
他
の
自
動
車
を

対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
に
代
わ
る
も
の
と
総
合
県
税
事
務
所
長

が
認
め
る
と
き
は
、
当
該
他
の
自
動
車
の
取
得
が
同
号
に
規
定
す
る
自
動
車

等
持
出
困
難
区
域
を
指
定
す
る
旨
の
公
示
が
あ
つ
た
日
か
ら
令
和
三
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
当
該
他
の
自
動
車
に
対
し

て
課
す
る
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
係
る
徴
収
金
に
係
る
納
税
義
務
を
免

除
す
る
。

２

総
合
県
税
事
務
所
長
は
、
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
係
る
徴
収
金
を
徴

収
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
つ
い
て
前
項
の

規
定
の
適
用
が
あ
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
同
項
に
規
定
す
る
者
の
申
請

に
基
づ
い
て
、
徴
収
金
を
還
付
す
る
。

３

総
合
県
税
事
務
所
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割

に
係
る
徴
収
金
を
還
付
す
る
場
合
に
お
い
て
、
還
付
を
受
け
る
者
の
未
納
に

係
る
徴
収
金
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
還
付
す
べ
き
額
を
こ
れ
に
充
当
す
る
。
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４

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
係
る
徴
収
金
を
還
付

し
、
又
は
充
当
す
る
場
合
に
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
還
付
の
申
請
が
あ

つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
を
法
第
十
七
条
の
四
第
一
項
各

号
に
掲
げ
る
日
と
み
な
し
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

５

第
二
項
の
申
請
は
、
申
請
書
を
総
合
県
税
事
務
所
長
に
提
出
し
て
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
他
の
自
動
車
の
取
得
後
に
対
象
区
域
内
自
動
車
等
の
用
途
廃
止
等
を
行
つ

た
場
合
の
自
動
車
税
の
種
別
割
の
納
税
義
務
の
免
除
）

第
三
十
二
条

総
合
県
税
事
務
所
長
は
、
令
附
則
第
三
十
二
条
第
四
項
に
規
定

す
る
者
が
、
前
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
に
取
得
さ
れ
た
他
の
自
動
車
に
対
す
る
当
該

各
号
に
定
め
る
年
度
分
の
自
動
車
税
の
種
別
割
に
係
る
徴
収
金
に
係
る
納
税

義
務
を
免
除
す
る
。

一

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間

令
和
元
年
度
分
及
び
令
和
二
年
度
分

二

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間

令

和
二
年
度
分
及
び
令
和
三
年
度
分

２

総
合
県
税
事
務
所
長
は
、
自
動
車
税
の
種
別
割
に
係
る
徴
収
金
を
徴
収
し

た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
自
動
車
税
の
種
別
割
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
の
適

用
が
あ
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
同
項
に
規
定
す
る
者
の
申
請
に
基
づ
い

て
、
徴
収
金
を
還
付
す
る
。

３

総
合
県
税
事
務
所
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
税
の
種
別
割
に
係

る
徴
収
金
を
還
付
す
る
場
合
に
お
い
て
、
還
付
を
受
け
る
者
の
未
納
に
係
る

徴
収
金
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
還
付
す
べ
き
額
を
こ
れ
に
充
当
す
る
。

４

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
税
の
種
別
割
に
係
る
徴
収
金
を
還
付
し
、

又
は
充
当
す
る
場
合
に
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
還
付
の
申
請
が
あ
つ
た

日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
を
法
第
十
七
条
の
四
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
日
と
み
な
し
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

５

第
二
項
の
申
請
は
、
申
請
書
を
総
合
県
税
事
務
所
長
に
提
出
し
て
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
条
・
三
十
一
条

略

第
三
十
三
条
・
第
三
十
四
条

略

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
に
係
る
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
に
係
る
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除

の
特
例
）

の
特
例
）

第
三
十
二
条

県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き

第
三
十
五
条

県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
特
例
法
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
特
例
法
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用

を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
附
則
第
四
条
の
二
第
三
項

及
び
附
則
第
二
十

を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
附
則
第
四
条
の
二
の
二
第
三
項
及
び
附
則
第
二
十

八
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
令
和
三
年

八
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
令
和
三
年

」
と
あ
る
の
は
、
「
令
和
四
年
」
と
す
る
。

」
と
あ
る
の
は
、
「
令
和
四
年
」
と
す
る
。

第
三
十
三
条
・
第
三
十
四
条

略

第
三
十
六
条
・
第
三
十
七
条

略

合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
税
率
及
び
徴
収
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
附
則
第
十
二
項
第
一
号
に
よ
る
改
正

）

新

旧

（
こ
の
条
例
の
目
的
）

（
こ
の
条
例
の
目
的
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及

び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け

び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け

る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
地
方
税
法
の
臨
時
特

る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
地
方
税
法
の
臨
時
特

例
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定

例
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定

及
び
地
方
税
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
自
動
車
税

の

及
び
地
方
税
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
自
動
車
税
の
種
別
割
の

税
率
及
び
徴
収
に
つ
い
て
秋
田
県
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
秋
田
県
条
例

税
率
及
び
徴
収
に
つ
い
て
秋
田
県
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
秋
田
県
条
例

第
二
十
四
号
。
以
下
「
県
税
条
例
」
と
い
う
。
）
の
特
例
を
設
け
る
こ
と
を

第
二
十
四
号
。
以
下
「
県
税
条
例
」
と
い
う
。
）
の
特
例
を
設
け
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

目
的
と
す
る
。

（
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税

（
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
種
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の
税
率
及
び
徴
収
方
法
）

別
割
の
税
率
及
び
徴
収
方
法
）

第
二
条

合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
、
契
約
者
又
は
軍
人
用
販
売
機
関
等
（
特

第
二
条

合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
、
契
約
者
又
は
軍
人
用
販
売
機
関
等
（
特

例
法
第
二
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
所

例
法
第
二
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
所

有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税

（
以
下
単
に
「
自
動
車
税

有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
種
別
割
（
以
下
単
に
「
自
動
車
税
の

」
と
い
う
。
）
は
、
県
税
条
例
第
百
二
十
五
条
及
び
第
百
二
十
七
条

種
別
割
」
と
い
う
。
）
は
、
県
税
条
例
第
百
二
十
五
条
及
び
第
百
二
十
七
条

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
税
率
に
よ
り
、
証
紙
徴
収
の
方
法
に

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
税
率
に
よ
り
、
証
紙
徴
収
の
方
法
に

よ
つ
て
徴
収
す
る
。

よ
つ
て
徴
収
す
る
。

一
・
二

略

一
・
二

略

（
自
動
車
税

の
証
紙
徴
収
の
手
続
）

（
自
動
車
税
の
種
別
割
の
証
紙
徴
収
の
手
続
）

第
三
条

自
動
車
税

の
納
税
義
務
者
は
、
毎
年
四
月
中
（
賦
課
期
日

第
三
条

自
動
車
税
の
種
別
割
の
納
税
義
務
者
は
、
毎
年
四
月
中
（
賦
課
期
日

後
に
自
動
車
税

の
納
税
義
務
が
発
生
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該

後
に
自
動
車
税
の
種
別
割
の
納
税
義
務
が
発
生
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該

自
動
車
税

の
納
税
義
務
の
発
生
し
た
月
の
翌
月
中
）
に
お
い
て
、

自
動
車
税
の
種
別
割
の
納
税
義
務
の
発
生
し
た
月
の
翌
月
中
）
に
お
い
て
、

県
の
発
行
す
る
別
記
第
一
号
様
式
の
証
紙
を
、
総
合
県
税
事
務
所
長
か
ら
購

県
の
発
行
す
る
別
記
第
一
号
様
式
の
証
紙
を
、
総
合
県
税
事
務
所
長
か
ら
購

入
し
て
、
当
該
自
動
車
税

を
払
い
込
み
、
当
該
証
紙
に
別
記
第
二

入
し
て
、
当
該
自
動
車
税
の
種
別
割
を
払
い
込
み
、
当
該
証
紙
に
別
記
第
二

号
様
式
の
検
印
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

号
様
式
の
検
印
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

秋
田
県
県
税
に
関
す
る
証
明
等
手
数
料
徴
収
条
例
（
附
則
第
十
二
項
第
二
号
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
手
数
料
を
徴
収
し
な
い
範
囲
）

（
手
数
料
を
徴
収
し
な
い
範
囲
）

第
三
条

前
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
納
税
証
明
書

第
三
条

前
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
納
税
証
明
書

の
交
付
に
つ
い
て
は
、
手
数
料
を
徴
収
し
な
い
。

の
交
付
に
つ
い
て
は
、
手
数
料
を
徴
収
し
な
い
。

一

県
税
条
例
第
百
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
す
る
自
動
車
税

一

県
税
条
例
第
百
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
す
る
自
動
車
税
の
種
別

に
係
る
証
明
書

割
に
係
る
証
明
書

二

略

二

略

秋
田
県
証
紙
条
例
の
一
部
改
正
（
附
則
第
十
三
項
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
証
紙
に
よ
る
収
入
の
方
法
に
よ
り
徴
収
す
る
歳
入
）

（
証
紙
に
よ
る
収
入
の
方
法
に
よ
り
徴
収
す
る
歳
入
）

第
二
条

使
用
料
及
び
手
数
料
で
規
則
で
定
め
る
も
の
並
び
に

第
二
条

使
用
料
及
び
手
数
料
で
規
則
で
定
め
る
も
の
並
び
に
自
動
車
税
の
環

境
性
能
割
（
地
方
税
法
第
百
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
納
付
す
る

自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
（
同
法
第
百
七
十
条
の
規
定
に
よ
る
当
該
自
動
車

自
動
車
税

税
の
環
境
性
能
割
に
係
る
延
滞
金
を
含
む
。
）
に
限
る
。
）
、
自
動
車
税
の

（
地
方
税
法
第
百
五
十
八
条
第
三
項

に
定
め
る
自
動
車
税

種
別
割
（
同
法
第
百
七
十
七
条
の
十
一
第
三
項
に
定
め
る
自
動
車
税
の
種
別

を
い
う
。
）
及
び
狩
猟
税
は
、
証
紙
に
よ
る
収
入
の
方
法
に
よ
り
徴
収
す

割
を
い
う
。
）
及
び
狩
猟
税
は
、
証
紙
に
よ
る
収
入
の
方
法
に
よ
り
徴
収
す

る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
～
三

略

一
～
三

略

（
収
納
計
器
に
よ
る
印
影
の
取
扱
い
）

（
収
納
計
器
に
よ
る
印
影
の
取
扱
い
）

第
三
条

秋
田
県
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
四
号
）

第
三
条

秋
田
県
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
四
号
）
第

第
百
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
証
紙

百
二
十
四
条
の
八
第
四
項
及
び
第
百
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
証
紙

代
金
収
納
計
器
（
第
七
条
に
お
い
て
「
収
納
計
器
」
と
い
う
。
）
で
表
示
さ

代
金
収
納
計
器
（
以
下

「
収
納
計
器
」
と
い
う
。
）
で
表
示
さ

れ
た
金
額
の
印
影
は
、
証
紙
と
み
な
す
。

れ
た
金
額
の
印
影
は
、
証
紙
と
み
な
す
。

特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
対
す
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
附
則
第
十
四
項
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
課
税
免
除
）

第
四
条

特
定
非
営
利
活
動
法
人
が
専
ら
当
該
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款

に
記
載
さ
れ
た
特
定
非
営
利
活
動
の
用
に
供
す
る
自
動
車
を
無
償
で
譲
り
受

け
た
場
合
に
お
け
る
当
該
自
動
車
に
対
し
て
は
、
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割

を
課
さ
な
い
。

（
課
税
免
除
に
係
る
申
請
）

（
課
税
免
除
に
係
る
申
請
）

第
四
条

略

第
五
条

略
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２
・
３

略

２
・
３

略

４

自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
つ
い
て
前
条
の
規
定
に
よ
る
課
税
免
除
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
秋
田
県
県
税
条
例
第
百
二
十
四
条
の
八
第
一
項
の
申

告
書
の
提
出
期
限
ま
で
に
、
規
則
で
定
め
る
申
請
書
を
総
合
県
税
事
務
所
長

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
規
則
へ
の
委
任
）

（
規
則
へ
の
委
任
）

第
五
条

略

第
六
条

略

秋
田
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
八
年
秋
田
県
条
例
第

号
）
の
一
部
改
正
（
附
則
第

十
五
項
に
よ
る
改
正
）

新

旧

附

則

附

則

１
～
３

略

１
～
３

略

（
秋
田
県
県
税
条
例
及
び
秋
田
県
証
紙
条
例
の
一
部
改
正
）

（
秋
田
県
県
税
条
例
及
び
秋
田
県
証
紙
条
例
の
一
部
改
正
）

４

次
に
掲
げ
る
条
例
の
規
定
中
「
秋
田
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信

４

次
に
掲
げ
る
条
例
の
規
定
中
「
秋
田
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信

の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
」
を
「
秋
田
県
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た

の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
」
を
「
秋
田
県
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た

行
政
の
推
進
に
関
す
る
条
例
」
に
、
「
第
三
条
第
一
項
」
を
「
第
四
条
第
一

行
政
の
推
進
に
関
す
る
条
例
」
に
、
「
第
三
条
第
一
項
」
を
「
第
四
条
第
一

項
」
に
改
め
る
。

項
」
に
改
め
る
。

一

秋
田
県
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
四
号
）

一

秋
田
県
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
四
号
）
第
百

第
百
二
十
七
条
の
二

二
十
四
条
の
八
第
六
項
及
び
第
百
二
十
七
条
の
二

二

略

二

略
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行政不服審査会の事務の受託について（議案第１２３号） 
 

広報広聴課  
 
 
 

１ 内容 
令和８年１月１日に設立された男鹿潟上南秋消防組合から、地方自治法第 252 条の 14 第１項の規定に基づく行

政不服審査会に係る事務委託の協議があり、同項の規定に基づき受託しようとするものである。 
 

協議の理由 受託（開始）予定日 

行政不服審査会事務を円滑かつ効率的に行うため  令和８年４月１日 

 
 
２ 受託する行政不服審査会の業務 

・行政庁の処分等に不服がある場合に行われる審査請求に対する審査庁の判断内容の審査 
 
 
３ 提案の理由 
  行政不服審査会の事務の受託に当たっては、地方自治法第 252 条の 14 第３項において準用する同法第 252 条の 
２の２第３項の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

 
 
【参考】県内における行政不服審査会事務の受託状況 
  県が受託している団体（令和８年３月31日まで）  31 団体（24 市町村、７一部事務組合） 
            （令和８年４月１日から）  30 団体（24 市町村、６一部事務組合） 
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